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交通事故統計 事業用貨物自動車の死亡事故件数
大型 中型 準中型 普通 計

45
（−4）

20
（−4）

15
（＋5）

1
（−1）

81
（−4）

交通事故死者数（人）

5月31日現在 6月14日現在

1,155
（−57）

1,265
（−50）

全国の死亡
事故件数

1,134
（−52）

令和２年５月末
事業用トラック第1当事者死亡事故件数
軽貨物は除く。（  ）内は前年同月比増減数
▶警察庁調べ

輸送量 前年同月比

トラック
特別積合せ（千トン） 5,602 101.9%

一　般 ― 100.9%
宅配便（千個） 341,192 104.3%

輸送統計
令和２年４月分
▶国土交通省調べ

今号に掲載した記事の関連資料と
関連HPへは全ト協HPバナーから
アクセスできます。

▼全ト協会員専用ページのパスワード▼

6/15〜7/14  3223
7/15〜8/14  1302
　　　

２・3
・�トラック協会ニュース
・�官公庁ニュース（国交省等）

8 ・引越事業者優良認定制度
申請案内

4・5
・特集「取引環境と長時間労
働の改善に向けたガイドライ
ン」を策定
　「加工食品」「建設資材」

「紙・パルプ」の３分野

6・7

・特集「大規模自然災害から
人々の暮らしを守るトラック
運送業界」
第２回「（寄稿）災害時に備えた
BCP（事業継続計画）の策定に

ついて」
㈱日通総合研究所�大島�弘明氏

　

第
１
８
５
回
理
事
会
は
６

月
４
日
に
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク

総
合
会
館
で
開
催
さ
れ
る
予

定
だ
っ
た
が
︑
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防

止
の
観
点
か
ら
書
面
決
議
で

の
開
催
に
変
更
し
た
︒
代
表

理
事
で
あ
る
坂
本
克
己
全
日

本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
会
長
が
５

月
21
日
︑
理
事
お
よ
び
監
事

の
全
員
に
対
し
て
︑
理
事
会

の
決
議
の
目
的
で
あ
る
事
項

に
関
す
る
提
案
書
を
発
送
︒

同
提
案
に
つ
い
て
︑
６
月
１

日
ま
で
に
理
事
全
員
か
ら
同

意
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
文

書
で
得
た
ほ
か
︑
監
事
か
ら

は
文
書
に
よ
り
異
議
が
な
い

旨
の
意
思
表
示
を
得
た
︒
こ

れ
に
よ
り
︑
全
ト
協
の
定
款

に
基
づ
き
︑
同
提
案
を
承
認

可
決
す
る
旨
の
理
事
会
の
決

議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
︒

　

理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た

も
の
と
す
る
と
み
な
さ
れ
た

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対

策
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
令
和

２
年
度
第
２
次
補
正
予
算
が

６
月
12
日
の
参
議
院
本
会
議

で
当
初
政
府
案
通
り
に
可

決
︑
成
立
し
た
︒
歳
出
総
額

は
31
兆
９
１
１
４
億
円
で
︑

こ
の
う
ち
︑
雇
用
調
整
助
成

金
の
拡
充
等
に
４
５
１
９
億

円
︑
資
金
繰
り
対
応
の
強
化

事
項
は
︑
①
会
員
の
代
表
者

変
更
（
案
）︑
②
令
和
元
年

度
事
業
報
告
書
（
案
）︑
③

元
年
度
計
算
書
類
（
貸
借
対

照
表
（
案
）︑
正
味
財
産
増

減
計
算
書
（
案
）
お
よ
び
収

支
計
算
書
（
案
））
等
︑
④

第
97
回
通
常
総
会
の
招
集
︑

⑤
第
25
回
全
国
ト
ラ
ッ
ク
運

送
事
業
者
大
会
の
開
催
概
要

に
11
兆
６
３
９
０
億
円
︑
家

賃
支
援
給
付
金
の
創
設
に
２

兆
２
４
２
億
円
な
ど
で
︑
予

算
と
し
て
は
過
去
最
大
と
な

る
︒
２
次
補
正
予
算
に
対
し

て
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
で
多
く
の
運
送
事
業

者
の
経
営
が
非
常
に
苦
し
い

状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
雇

（
案
）
な
ら
び
に
次
年
度
開

催
地
（
案
）
︱
︱
で
︑
い
ず

れ
も
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
︒

　

な
お
︑
６
月
25
日
に
開
催

さ
れ
る
第
97
回
通
常
総
会

は
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
防
止
を
図
る
た

め
︑
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
総
合

会
館
に
て
開
催
さ
れ
る
︒

用
調
整
助
成
金
の
拡
充
﹂﹁
資

金
繰
り
支
援
﹂
な
ど
を
要
望

し
て
お
り
︑﹁
雇
用
調
整
助

成
金
﹂
の
日
額
上
限
引
き
上

げ
へ
の
特
例
措
置
な
ど
が
盛

り
込
ま
れ
た
︒
な
お
︑
民
間

投
資
な
ど
を
含
め
た
事
業
規

模
は
１
１
７
兆
１
千
億
円
を

見
込
ん
で
い
る
︒

　
﹁
道
路
交
通
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
﹂
が
︑
６

月
２
日
に
衆
議
院
本
会
議
で

可
決
・
成
立
し
︑
６
月
10
日

に
公
布
さ
れ
た
︒

　

改
正
道
交
法
で
は
︑﹁
運

転
免
許
の
受
験
資
格
の
特
例

に
関
す
る
規
定
の
整
備
﹂
が

盛
り
込
ま
れ
た
︒
こ
れ
は
︑

普
通
自
動
車
免
許
等
の
取
得

後
１
年
が
過
ぎ
︑
一
定
の
教

習
を
修
了
し
た
場
合
︑
大
型

自
動
車
免
許
お
よ
び
中
型
自

動
車
免
許
の
運
転
免
許
試
験

を
受
験
可
能
と
す
る
も
の
︒

18
歳
で
普
通
自
動
車
免
許
を

取
得
し
︑
一
定
の
教
習
を
修

了
す
れ
ば
︑
19
歳
で
大
型
免

許
・
中
型
免
許
が
取
得
可
能

と
な
る
︒

　

近
年
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ

ー
不
足
が
深
刻
化
し
︑
ま
た

ド
ラ
イ
バ
ー
の
高
齢
化
が
加

速
す
る
中
で
︑
若
年
層
の
獲

得
に
繋
が
る
同
規
定
の
整
備

は
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
と

っ
て
悲
願
で
あ
り
︑
全
日
本

ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は
関
係
省

庁
に
対
し
て
同
規
定
の
整
備

を
精
力
的
に
働
き
か
け
て
き

た
︵
別
掲
・
写
真
︶︒
改
正

法
の
早
期
施
行
に
よ
り
︑
若

年
ド
ラ
イ
バ
ー
獲
得
の
流
れ

が
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒

　

な
お
︑
同
規
定
に
つ
い
て

は
︑
警
察
庁
が
関
係
す
る
政

令
の
整
備
を
行
っ
た
上
で
︑

２
年
以
内
に
施
行
さ
れ
る
予

定
︒

　

ま
た
︑東
名
高
速
道
路（
平

成
29
年
６
月
）
や
常
磐
自
動

車
道
（
令
和
元
年
８
月
）
な

ど
で
発
生
し
︑
近
年
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
る
あ
お
り
運

転
に
つ
い
て
︑
新
た
に
﹁
妨

害
運
転
﹂
と
規
定
︒
妨
害
運

転
違
反
１
回
で
免
許
の
取
り

消
し
処
分
が
科
せ
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
と
と
も
に
︑
妨
害

運
転
に
対
す
る
罰
則
が
新
た

に
創
設
さ
れ
る
︒

　

ま
ず
︑通
行
妨
害
目
的
で
︑

交
通
の
危
険
の
お
そ
れ
の
あ

る
方
法
に
よ
り
一
定
の
違
反

（
車
間
距
離
不
保
持
︑
急
ブ

レ
ー
キ
禁
止
違
反
等
）
を
し

た
場
合
︑
３
年
以
下
の
懲
役

ま
た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

　

ま
た
︑
妨
害
運
転
に
よ
り

高
速
道
路
上
で
相
手
車
両
を

停
車
さ
せ
る
な
ど
の
著
し
い

危
険
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に

は
︑
懲
役
５
年
以
下
ま
た
は

１
０
０
万

円
以
下
の

罰
金
が
科

せ
ら
れ
る

こ
と
に
な

る
︒

　

な
お
︑

妨
害
運
転

に
対
す
る

罰
則
に
つ

い
て
は
︑

６
月
30
日

に
施
行
さ

れ
る
︒

　

一
方
︑

昨
年
４
月

に
東
京
都

豊
島
区
で
母
子
が
死
亡
す
る

な
ど
高
齢
運
転
者
に
よ
る
事

故
も
続
発
し
︑
現
在
の
運
転

免
許
制
度
の
見
直
し
を
求
め

る
声
が
強
ま
っ
て
い
た
︒

　

こ
の
た
め
︑
75
歳
以
上
で

一
定
の
違
反
歴
の
あ
る
運
転

者
に
つ
い
て
︑
運
転
免
許
証

の
更
新
時
に
実
車
で
の
運
転

技
能
検
査
を
義
務
化
︒
結
果

が
一
定
の
基
準
に
達
し
な
い

と
自
動
車
の
免
許
証
を
更
新

し
な
い
︒

　

ま
た
︑
運
転
者
か
ら
申
請

が
あ
れ
ば
︑
自
動
ブ
レ
ー
キ

な
ど
を
搭
載
し
た
安
全
運
転

サ
ポ
ー
ト
車
に
限
定
す
る
免

許
を
与
え
る
な
ど
と
し
た
︒

全
ト
協
の
要
望
が
実
る

　

な
お
︑
全
ト
協
は
︑
令
和

元
年
11
月
22
日
に
︑
警
察
庁

交
通
局
の
北
村
博
文
局
長
に

対
し
て
﹁
大
型
免
許
等
の
受

験
資
格
の
見
直
し
に
関
す
る

要
望
書
﹂
を
提
出
し
て
い
る

︵
写
真
㊤
︶︒
全
ト
協
で
は

﹁
大
型
第
二
種
免
許
の
受
験

資
格
に
つ
い
て
︑年
齢
要
件
︑

経
験
年
数
要
件
を
引
き
下
げ

る
際
に
は
︑
大
型
免
許
お
よ

び
中
型
免
許
に
つ
い
て
も
︑

相
応
の
引
き
下
げ
措
置
を
講

じ
ら
れ
た
い
﹂
と
要
望
︒
当

時
政
府
で
は
︑﹁
規
制
改
革

実
施
計
画
﹂
お
よ
び
﹁
自
動

車
運
送
事
業
の
働
き
方
改
革

の
実
現
に
向
け
た
政
府
行
動

計
画
﹂
に
お
い
て
︑
第
二
種

免
許
受
験
資
格
に
関
し
検
討

を
実
施
︒
ま
た
︑
バ
ス
・
タ

ク
シ
ー
業
界
か
ら
は
︑
少
子

化
等
を
背
景
に
ド
ラ
イ
バ
ー

不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
等

の
理
由
か
ら
︑
年
齢
要
件
お

よ
び
経
験
年
数
要
件
の
引
き

下
げ
に
つ
い
て
の
見
直
し
要

望
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
今
回

の
法
改
正
に
よ
り
︑
全
ト
協

の
要
望
が
認
め
ら
れ
た
︒

令和元年11月22日に、警察庁交通局の北村博文局長に対して「大型免許等の受験資格の見直しに関
する要望書」を提出（写真・左から工藤修二副会長、坂本克己会長、北村局長）

令
和
元
年
度
事
業
報
告
書
等
を
承
認

２
年
度
第
２
次
補
正
予
算
成
立

 

全
ト
協
要
望  

雇
調
金
の
拡
充
、
資
金
繰
り
支
援
な
ど

19
歳
で
大
型
・
中
型
免
許
が
取
得
可
能
に

あ
お
り
運
転
を
「
妨
害
運
転
」
と
規
定
し
罰
則
を
創
設

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
︑第
１
８
５
回
理
事
会
を
書
面
決
議
に
て
開
催
し
︑

６
月
25
日
に
開
催
さ
れ
る
第
97
回
通
常
総
会
へ
の
上
程
議
案
を
承
認
し
た
︒

　

本
理
事
会
は
６
月
４
日
に
開
催
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
が
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
書
面
決
議
で
の
開
催
に
変
更
さ
れ
た
︒

政府

出典：警察庁作成資料

20歳19歳18歳
1年以上

受験資格 受験資格の特例
第二種免許・大型免許
…21歳以上かつ普通免許等保有３年以上

特別な教習を修了した者について、第二種免許・大型免許・中型免許の受験資格を緩和する。

21歳（中型免許は20歳）に達するまでの間（若年運転者期間）に、基準に該当する違反を行った場
合（※）は、講習の受講を義務付ける。（受講しなかった場合及び受講後に再び基準に該当する違反を
行った場合は、特例を受けて取得した免許を取り消す。）

（19歳以上、普通免許等１年以上に）

中型免許
…20歳以上かつ普通免許等保有２年以上

旅客自動車教習所の教習修了者等（第二種免許）
…21歳以上かつ普通免許等保有２年以上

自衛官（大型免許・中型免許）
…19歳以上（普通免許等の保有不要）

21歳

若年運転者期間特別な教習

第二種免許等
を取得

普通免許等
を取得

※　違反点数が一定の基準に達した場合を予定

坂本 克己 全ト協会長

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
書
面
決
議
に
て
開
催

第185回理事会

「
大
・
中
型
免
許
19
歳
か
ら
」
２
年
以
内
、「
あ
お
り
運
転
」
６
月
末
施
行

通常総会への上程議案を承認全
ト
協

改正道交法成立



（2）第2156号（第3種郵便物認可）令和2年（2020年）6月15日

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

　
　

︻
解
説
︼
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

た
改
正
健
康
増
進
法
に
よ
り
︑
受
動

喫
煙
防
止
の
た
め
︑
屋
内
を
全
面
禁

　

弊
社
で
は
、
こ
の
４
月
か
ら
健

康
増
進
法
の
改
正
に
合
わ
せ
、
屋

内
を
全
面
禁
煙
と
し
、
喫
煙
者
は

屋
外
の
喫
煙
場
所
で
タ
バ
コ
を
吸

う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

喫
煙
者
が
喫
煙
場
所
に
行
っ
て
、

タ
バ
コ
を
吸
っ
て
戻
っ
て
く
る
の
に

10
分
か
ら
15
分
ほ
ど
か
か
る
た
め
、

非
喫
煙
者
か
ら
不
満
が
出
て
き
ま

し
た
。
解
決
方
法
と
し
て
、
タ
バ

コ
を
吸
い
に
行
っ
て
い
る
時
間
を
労

働
時
間
か
ら
カ
ッ
ト
し
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
何
か
問
題
が
あ
る
で
し

ょ
う
か
。

 第205回 

喫煙時間を労働時間か
らカット、問題ないか

止
と
し
︑
喫
煙
場
所
を
屋
外
に
設
け

た
事
業
場
が
多
い
と
聞
い
て
い
ま
す
︒

し
か
し
︑
喫
煙
場
所
が
︑
屋
外
と
遠

く
な
っ
た
た
め
︑
タ
バ
コ
を
吸
い
に
行

っ
て
帰
っ
て
く
る
の
に
時
間
が
か
か
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒当
然
︑

タ
バ
コ
を
吸
わ
な
い
労
働
者
に
し
て

み
れ
ば
︑
そ
の
間
﹁
自
分
た
ち
が
一

生
懸
命
働
い
て
い
る
の
に
︑
彼
ら
は

さ
ぼ
っ
て
い
る
﹂﹁
不
公
平
だ
﹂
と
い

う
よ
う
な
不
満
の
声
が
出
て
く
る
わ

け
で
︑
御
社
と
同
様
︑
多
く
の
事
業

場
で
こ
う
し
た
新
た
な
問
題
が
生
じ

て
き
て
い
ま
す
︒

　

以
前
で
あ
れ
ば
︑
作
業
を
し
な
が

ら
煙
草
を
吸
う
と
い
う
こ
と
が
許
さ

れ
て
お
り
︑
一
応
仕
事
の
手
は
休
め

て
い
な
い
と
い
う
か
た
ち
に
は
な
っ
て

い
ま
し
た
︒
職
務
専
念
義
務
の
観
点

か
ら
は
若
干
問
題
は
あ
る
と
し
て
も
︑

ま
だ
許
容
範
囲
で
し
た
︒
さ
ら
に
︑

仮
に
手
を
休
め
て
︑
実
際
に
は
仕
事

を
し
て
い
な
く
て
も
（
感
心
は
し
ま

せ
ん
が
）︑
作
業
場
所
か
ら
離
席
を

し
て
い
な
け
れ
ば
︑
使
用
者
の
指
揮

命
令
下
に
あ
り
︑
何
か
あ
れ
ば
す
ぐ

に
対
応
で
き
る
状
態
に
あ
る
わ
け
で

す
か
ら
︑
労
働
時
間
と
い
え
な
く
も

あ
り
ま
せ
ん
︒

　

し
か
し
な
が
ら
︑ご
質
問
の
よ
う
に
︑

作
業
場
所
か
ら
遠
く
離
席
し
︑
戻
っ

て
く
る
の
に
10
分
も
15
分
も
か
か
る

と
な
る
と
問
題
で
す
︒
真
面
目
に
作

業
を
し
て
い
る
労
働
者
に
す
れ
ば
︑

当
然
︑﹁
さ
ぼ
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
︒ま
た
︑以
前
と
違
い
︑

非
喫
煙
者
に
と
っ
て
は
﹁
受
動
喫
煙

に
よ
る
健
康
被
害
﹂
と
い
う
こ
と
を

考
え
れ
ば
︑
そ
う
寛
容
に
は
な
れ
な

い
で
し
ょ
う
︒
し
か
も
︑
タ
バ
コ
を
吸

う
の
が
１
日
に
何
回
に
も
及
ぶ
と
な

る
と
不
満
も
一
層
大
き
く
な
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
︑
実
際
に
作
業
場
所
を
離
席
し
︑

使
用
者
の
指
揮
命
令
下
を
脱
し
た
状

態
に
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
︑
そ
の
間

の
時
間
は
労
働
時
間
か
ら
除
外
す
る

の
も
や
む
を
得
な
い
と
い
わ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
︒

　

喫
煙
と
労
働
時
間
の
問
題
が
争
わ

れ
た
裁
判
例
と
し
て
︑
泉
レ
ス
ト
ラ

ン
事
件
（
平
成
26
年
８
月
26
日
東
京

地
裁
判
決
︑
労
働
判
例
１
１
０
３
号

86
頁
）
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
同
社

が
運
営
す
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
の
ケ
ー
ス
で
︑
喫
煙
場
所
が
作
業

場
所
の
店
舗
か
ら
離
れ
て
お
り
︑
往

復
で
10
分
前
後
か
か
る
と
い
う
こ
と

で
し
た
︒
そ
し
て
︑
喫
煙
は
１
日
４

～
５
回
以
上
に
及
ん
で
い
た
と
い
い

ま
す
︒
こ
の
た
め
︑
裁
判
所
は
︑
喫

煙
時
間
に
つ
い
て
︑
会
社
の
指
揮
命

令
下
か
ら
脱
し
て
い
た
と
評
価
す
る

の
が
相
当
だ
と
し
て
︑
労
働
時
間
と

は
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
︒
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
︑
御
社
の
場
合
も
労
働
時

間
か
ら
喫
煙
時
間
を
カ
ッ
ト
す
る
の

に
問
題
は
な
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
︒

Ａ�
離
席
に
よ
り
指
揮
命
令
下

を
脱
し
て
い
る
た
め
可
能

今年の夏は熱中症対策を万全に！
〔第97回〕

　危険極まりない「あおり運転」に対する社会的な非難の
高まりを受け、このほど改正道路交通法と改正自動車運転
死傷行為処罰法が国会で相次いで可決されました。今まで
道路交通法のなかで明確に位置づけられていなかった「あ
おり運転」行為が、「妨害運転」として厳罰化されました。
　また、今年の夏は、新型コロナウイルス感染症予防に関連
して、マスクが手放せない夏となりそうです。そのため、熱
中症については、例年以上に注意が必要です。

●あおり運転の厳罰化とマスクの手放せない夏

Ａさん「『あおり運転』が法律で厳罰化されたね」
Ｂさん「そうだね。車間距離不保持、急ブレーキ、割込運転

など並んでいる項目をみると、『こんなことはやって
はいけないことは分かりきっているでしょ』という
内容だけれども、こうして法律が改正されるのだか
ら、こうした危険な運転をするドライバーがそれな
りにいるということだね」

Ａさん「今年は新型コロナウイルス感染症で、みんなの気持
ちがギスギスしがちで『あおり運転』が起こりやす
いから、厳罰化されたことで防止効果はあるんじゃ
ないかな」

Ｂさん「そうだね。ところで、この夏は新型コロナウイルス
感染症防止でマスクが手放せなさそうだね」

Ａさん「そうなんだ。マスクとともに過ごす夏と言われてい
るよ。そこで、例年以上に注意しなきゃならないの
が熱中症なんだ」

●水分補給はこまめに、のどが渇く前に行おう

Ｂさん「マスクをしていると自分の呼吸で温かい空気しか
入ってこないから、呼吸で身体を冷やすことが難し
くなって体温を上昇させるんだよね。また、マスクで
顔の半分ほどが覆われることで、熱もこもりやすく
なる。ニュースで見たよ」

Ａさん「さらに、マスクで加湿されるので、渇きを感じにくく
なって、熱中症に気づくのが遅れるんだ。そんなこと
から、今年はマスクなしで過ごしていた時よりも熱
中症になるリスクが高まると言われているんだ」

Ｂさん「熱中症の対策としては、まず水分補給かな」
Ａさん「その通り。Ｂさんは具体的にどうしているのか教え

て」
Ｂさん「こまめに水分をとるようにしているよ。とくにのど

が渇く前の水分補給を心がけている。あと、荷役作
業後など汗を多くかいた後は、アメやタブレットなん
かで塩分補給も忘れないようにしているね。それと、
休憩する時など周囲の人と２ｍ以上の距離がとれる
場合は、熱中症のリスクを考えてマスクを外すこと
もあるね」

●車内の温度も適切に管理しよう

Ａさん「さすがだね。運転時はどうしているの」
Ｂさん「車内の温度に気をつかっているよ。エアコンを使っ

ていても、今は感染症予防のため、窓を開けるなど
して換気する必要があるだろう。この時、車内の温
度も変化するから、エアコンの温度設定をこまめに
調整しているよ。それと、運転時にあまり無理をし
ないこともいつも以上に心がけているよ」

Ａさん「あと、暑さに備えた身体づくりをしておくことも大
切だね。暑くなり始める今の時期から、適度に運動
することを心がけ、身体が暑さに慣れるようにして
いく。やや暑い環境で、ややきついと感じる強度で、
毎日30分ほど運動するとよいとされているよ。でも
あくまでも無理のない範囲で。それと、運動中も水
分補給は忘れずに」

Ｂさん「僕も暑さに備えた身体づくりは頑張ってみるよ。身
体が資本のドライバーにとって、運動はいろいろな
病気のリスクを下げることにも繋がるからね」

Ａさん「この夏は、熱中症に気をつけつつ、新型コロナウイ
ルス感染症対策も行わなきゃならない。大変なこと
だけど、ここが踏ん張りどころだね」

Ｂさん「みんなで熱中症と新型コロナウイルス感染症への
対策をしっかり行って、夏場を乗り切ろう」

法
令
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト ～坂道・カーブ編～

法令　　  クイズ
マル　 バツ

❶		下り坂では低速のギアを用い、エンジンブレーキを活用す
る。（	○・×	）

❷		近くに待避所のない坂道ですれ違いが難しいときは、上りの
車が下りの車に道を譲る。（	○・×	）

❸		片側が転落のおそれのあるがけになっている道路で、安全な
行き違いができないときは、がけ側の車は一時停止をして道
を譲る。（	○・×	）

❹		カーブを走行するときは、カーブに入ってから十分にスピー
ドを落とす。（	○・×	）

❺		曲がり角やカーブを走行するときは、道路の中央からはみ出
さない。（	○・×	）

（解答は７面）

　

６
月
10
日
︑
第
49
回
﹁
物

流
政
策
委
員
会
﹂（
馬
渡
雅

敏
委
員
長
）
が
開
催
さ
れ
︑

議
事
に
先
立
ち
︑
国
土
交
通

省
自
動
車
局
の
伊
地
知
英
己

貨
物
課
長
が
﹁
標
準
的
な
運

賃
﹂
の
適
用
方
お
よ
び
届
出

る
周
知
活
動
︑
③
改
善
基
準

告
示
見
直
し
に
係
る
実
態
調

査
︑
④
令
和
２
年
度
﹁
ト
ラ

ッ
ク
輸
送
に
お
け
る
取
引
環

境
・
労
働
時
間
改
善
地
方
協

議
会
﹂
開
催
費
用
等
助
成
交

付
要
綱
（
概
要
案
）
︱
︱
等

に
つ
い
て
審
議
し
た
︒

　

①
で
は
︑
標
準
的
な
運
賃

の
告
示
・
通
達
に
関
す
る
解

説
や
適
用
方
︑
届
出
方
法
等

に
つ
い
て
︑
簡
潔
に
ま
と
め
た

﹁
概
要
版
﹂
と
︑
仔
細
に
わ

た
っ
て
解
説
し
た﹁
詳
細
版
﹂

の
二
形
態
で
冊
子
を
作
成
す

る
こ
と
と
し
︑
同
冊
子
の
内

容
に
つ
い
て
︑
委
員
間
で
活

発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
︒

　

そ
れ
に
伴
い
②
で
は
︑
周

知
活
動
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ

い
て
確
認
︒
夏
以
降
︑
同
冊

子
や
荷
主
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
作
成
し
︑
全
国
で
事
業

者
向
け
周
知
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
す
る
と
と
と
も
に
︑
荷
主

業
界
紙
16
紙
に
標
準
的
な
運

賃
の
告
示
に
関
す
る
広
告
を

掲
載
︒
さ
ら
に
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影

響
に
配
慮
し
な
が
ら
荷
主
に

対
し
前
出
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
送
付
す
る
こ
と
と
し
た
︒

　

引
き
続
き
︑
報
告
事
項
と

し
て
︑﹁
ホ
ワ
イ
ト
物
流
推

進
運
動
﹂の
取
り
組
み
状
況
︑

取
引
環
境
と
長
時
間
労
働
の

改
善
に
向
け
た
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
４
品
目
）︑﹁
同
一
労
働

同
一
賃
金
﹂
手
引
き
（
案
）

の
作
成
︱
︱
に
つ
い
て
事
務

局
か
ら
報
告
が
行
わ
れ
た
︒

危
険
箇
所
の
周
知
・
コ
ン

テ
ナ
の
飛
散
対
策
な
ど
事

業
者
に
呼
び
か
け

梅
雨
期
・
台
風
期
に
お
け
る

防
災
態
勢
強
化

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

会
員
事
業
者
に
対
し
て
︑
梅

雨
期
お
よ
び
台
風
期
に
お
け

る
防
災
態
勢
の
強
化
を
呼
び

か
け
て
い
る
︒

　

例
年
︑
梅
雨
期
お
よ
び
台

風
期
に
は
︑
各
地
で
局
地
的

大
雨
や
集
中
豪
雨
が
観
測
さ

れ
︑
多
数
の
人
的
被
害
・
住

家
被
害
が
発
生
し
て
い
る
︒

特
に
︑
昨
年
は
令
和
元
年
東

日
本
台
風
（
台
風
第
19
号
）

に
よ
り
︑静
岡
県
や
新
潟
県
︑

関
東
甲
信
地
方
︑
東
北
地
方

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
令
和
２
年
ま
で
を
目
標

年
と
す
る
﹁
ト
ラ
ッ
ク
事
業

に
お
け
る
総
合
安
全
プ
ラ
ン

２
０
２
０
﹂を
策
定
し
て
︑﹁
飲

酒
運
転
ゼ
ロ
﹂を
目
標
と
し
︑

関
係
者
一
丸
と
な
っ
て
取
り

組
ん
で
き
た
が
︑
今
年
６
月

２
日
ま
で
の
速
報
ベ
ー
ス
で
︑

全
国
で
11
件
も
の
飲
酒
運
転

事
故
が
発
生
し
た
こ
と
か

ら
︑
掲
示
用
ポ
ス
タ
ー
﹁
飲

酒
運
転
は
絶
対
に﹃
し
な
い
！
﹄

﹃
さ
せ
な
い
！
﹄﹂︵
写
真
︶

を
今
号
の﹃
広
報
と
ら
っ
く
﹄

に
刷
り
込
み
︑﹁
飲
酒
運
転

は
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
社

会
的
信
頼
を
失
墜
さ
せ
る
反

社
会
的
行
為
・
犯
罪
で
あ

り
︑根
絶
を
﹂と
訴
え
て
い
る
︒

国
土
交
通
省
で
も
︑
こ
の
よ

う
な
事
態
を
重
く
み
て
︑
全

ト
協
に
対
し
﹁
事
業
用
自
動

車
の
運
転
者
に
対
す
る
飲
酒

運
転
の
防
止
等
法
令
遵
守
の

徹
底
に
つ
い
て
﹂
を
要
請
︒

こ
の
要
請
は
︑
昨
年
５
月
に

も
発
出
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑

昨
年
９
月
に
は
︑
全
ト
協
交

通
対
策
委
員
会
（
工
藤
修
二

委
員
長
）
が
︑
飲
酒
運
転
根

絶
に
向
け
た
ト
ラ
ッ
ク
運
送

業
界
の
取
組
に
つ
い
て
決
議

し
た
ほ
か
︑
令
和
２
年
度
の

全
ト
協
事
業
計
画
で
は
飲
酒

運
転
事
故
根
絶
対
策
２
項
目

が
新
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
︒

　

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
は
︑

コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
も
︑
社

会
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に

事
業
を
継
続
し
︑
く
ら
し
と

経
済
の
﹁
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
﹂

と
し
て
社
会
貢
献
を
行
っ
て

い
る
が
︑
一
部
の
心
な
い
ド

ラ
イ
バ
ー
が
惹
起
し
た
飲
酒

運
転
事
故
が
続
け
ば
︑
業
界

全
体
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
て

し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね

な
い
こ
と
か
ら
︑
各
事
業
所

で
情
報
を
共
有
し
︑
飲
酒
運

転
根
絶
意
識
を
向
上
さ
せ
る

な
ど
︑
指
導
監
督
の
取
り
組

み
を
強
化
す
る
こ
と
を
呼
び

か
け
て
い
る
︒
な
お
︑
同
ポ

ス
タ
ー
は
全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

が
可
能
︒

方
法
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ

た
︒

　

議
事
で
は
︑
①
標
準
的
な

運
賃
の
告
示
お
よ
び
通
達
に

係
る
解
説
書
（
仮
称
）
の
作

成
︑
②
荷
主
対
策
の
深
度
化

お
よ
び
標
準
的
な
運
賃
に
係

あ
る
こ
と
か
ら
︑
取
り
組
み

の
実
施
に
際
し
て
は
各
地
域

の
実
情
に
応
じ
て
可
能
な
範

囲
・
方
法
で
実
施
す
る
こ
と

を
呼
び
か
け
て
い
る
︒

成
約
率
の
前
年
同
月
比　

　
　
25
・
５
ポ
イ
ン
ト
増

Ｗ
ｅ
ｂ
Ｋ
Ｉ
Ｔ
成
約
運
賃
指
数

令
和
２
年
５
月
分

　

６
月
１
日
︑
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
と
日
本
貨
物
運
送

協
同
組
合
連
合
会
は
︑
令
和

２
年
５
月
分
の
求
荷
求
車
情

報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｗ
ｅ
ｂ

Ｋ
Ｉ
Ｔ
）
成
約
運
賃
指
数
を

発
表
し
た
︒

　

同
月
の
運
賃
指
数
は
︑
前

月
比
４
ポ
イ
ン
ト
減
︑
前
年

同
月
比
12
ポ
イ
ン
ト
減
の
１

１
６
と
な
っ
た
︒

生
の
イ
ラ
ス
ト
で
︑
こ
れ
ま

で
の
自
然
の
写
真
シ
リ
ー
ズ

か
ら
印
象
を
変
え
︑
一
目
で

最
新
版
と
分
か
る
も
の
︵
写

真
︶︒
ま
た
︑
表
紙
右
肩
に

は
全
国
の
Ｔ
Ｓ
名
の
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
を
付
け
︑
内
容
の
検

索
も
容
易
に
し
て
い
る
︒

　

Ｔ
Ｓ
は
︑
長
距
離
運
行
に

従
事
す
る
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ

バ
ー
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た

め
︑
全
ト
協
施
設
事
業
部
が

管
理
・
運
営
す
る
施
設
︒
同

部
で
は
﹁
Ｔ
Ｓ
を
利
用
し
や

す
い
よ
う
に
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

を
分
か
り
や
す
く
改
訂
し
た

の
で
︑
安
全
運
行
確
保
の
た

め
に
も
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
活

用
し
Ｔ
Ｓ
施
設
を
利
用
し
て

ほ
し
い
﹂と
呼
び
か
け
て
い
る
︒ 　

ま
た
︑
同
月
末
の
求
車
登

録
件
数
は
︑
３
万
５
８
４
０

件
と
︑
前
年
同
月
比
６
万
８

０
８
５
件
減（
65
・
５
％
減
）

と
な
っ
た
も
の
の
︑
成
約
率

は
46
・
１
％
で
︑
前
月
比
６

・
４
ポ
イ
ン
ト
︑
前
年
同
月

比
で
は
25
・
５
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
た
︒

ト
ラ
ッ
ク
に
お
け
る　
　

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス　

　
　
　
　

 

感
染
予
防
対
策

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
２
版
を
公
表

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

６
月
12
日
︑
国
土
交
通
省
か

ら
の
要
請
を
受
け
︑﹁
ト
ラ
ッ

ク
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
予
防
対
策
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
（
第
２
版
）﹂
を

公
表
し
た
︒
第
２
版
で
は
︑

講
じ
る
べ
き
具
体
的
な
対
策

の
︑
⑵
健
康
管
理
︑
⑷
事
業

所
で
の
勤
務
︑
⑼
運
行
中
︑

に
つ
い
て
改
訂
︒
特
に
︑
運

行
中
で
は
︑
１
人
で
運
転
し

て
い
る
時
や
︑
他
の
人
と
十

分
な
距
離
を
取
り
な
が
ら
荷

物
の
積
み
降
ろ
し
を
し
て
い

る
時
に
は
︑
熱
中
症
予
防
の

観
点
か
ら
マ
ス
ク
を
外
す
よ

う
呼
び
か
け
て
い
る
︒

　

今
回
改
訂
さ
れ
た
内
容
は

次
の
通
り
︒ 

　

⑵
の
健
康
管
理
で
は
︑
第

１
版
の
﹁
従
業
員
に
対
し
て

可
能
な
限
り
朝
夕
２
回
の
体

温
測
定
を
行
っ
た
上
で
︑
そ

の
結
果
や
症
状
の
有
無
を
報

告
さ
せ
︑
発
熱
や
せ
き
等
の

症
状
が
あ
る
者
は
自
宅
待
機

と
す
る
︒
特
に
︑息
苦
し
さ
︑

だ
る
さ
︑
味
覚
・
嗅
覚
障
害

と
い
っ
た
体
調
の
変
化
が
無

い
か
重
点
的
に
確
認
す
る
﹂

に
加
え
て
︑﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
陽
性
と
さ
れ

た
者
と
の
濃
厚
接
触
が
あ
る

場
合
︑
過
去
14
日
以
内
に
政

府
か
ら
入
国
制
限
さ
れ
て
い

る
︑
ま
た
は
入
国
後
の
観
察

期
間
を
必
要
と
さ
れ
て
い
る

国
・
地
域
な
ど
へ
の
渡
航
並

び
に
当
該
在
住
者
と
の
濃
厚

接
触
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

も
︑
自
宅
待
機
と
す
る
﹂
を

追
加
し
た
︒

　

さ
ら
に
︑
⑷
事
業
所
で
の

勤
務
で
は
︑
第
１
版
の
﹁
従

業
員
が
で
き
る
限
り
２
㍍
を

目
安
に
一
定
の
距
離
を
保
て

る
よ
う
︑
人
員
配
置
に
つ
い

て
最
大
限
の
見
直
し
を
行
う

よ
う
努
め
る
﹂を
削
除
し
て
︑

﹁
飛
沫
感
染
防
止
の
た
め
︑

座
席
配
置
等
は
で
き
る
だ
け

２
㍍
を
目
安
に
広
々
と
配
置

す
る
︒
仕
切
り
の
な
い
対
面

の
座
席
配
置
は
避
け
︑
可
能

な
限
り
対
角
に
配
置
す
る
︑

横
並
び
に
す
る
な
ど
工
夫
す

る
（
そ
の
場
合
で
も
最
低
１

㍍
あ
け
る
等
の
対
策
を
検
討

す
る
） 

﹂
に
改
め
た
︒

　

⑼
運
行
中
で
は
︑﹁
気
温

・
湿
度
の
高
い
中
で
の
荷
役

に
お
い
て
︑
人
と
十
分
な
距

離
（
２
㍍
以
上
） 

を
確
保
で

き
る
場
合
に
は
︑
マ
ス
ク
を

は
ず
す
︒
マ
ス
ク
を
着
用
し

て
い
る
時
は
︑
負
荷
の
か
か

る
作
業
を
避
け
︑
周
囲
の
人

と
の
距
離
を
十
分
に
と
っ
た

上
で
︑
適
宜
マ
ス
ク
を
は
ず

し
て
休
憩
を
と
る
と
と
も
に
︑

こ
ま
め
に
水
分
を
補
給
す
る 

﹂

と
熱
中
症
予
防
対
策
を
加
え

た
︒

　

な
お
︑
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
︒

の
多
く
の
地
域
で
記
録
的
な

大
雨
と
な
り
︑
各
地
で
甚
大

な
被
害
が
発
生
し
た
︒

　

こ
う
し
た
被
害
を
受
け
︑

中
央
防
災
会
議
（
安
倍
晋
三

会
長
）
で
は
︑
災
害
発
生
時

の
適
切
な
避
難
行
動
を
促
す

普
及
啓
発
活
動
﹁
避
難
の
理

解
力
向
上
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
﹂

を
日
本
全
体
で
展
開
す
る
な

ど
︑
避
難
対
策
の
強
化
を
呼

び
か
け
る
と
と
も
に
︑
運
送

事
業
者
に
対
し
て
は
主
に
︑

﹁
危
険
箇
所
等
の
巡
視
・
点

検
の
徹
底
﹂︑﹁
コ
ン
テ
ナ
等

の
飛
散
対
策
等
の
強
化
﹂︑

﹁
災
害
発
生
の
お
そ
れ
の
あ

る
箇
所
等
の
周
知
徹
底
﹂
︱

︱
な
ど
の
災
害
対
策
の
実
施

を
求
め
て
い
る
︒

　

な
お
︑
現
在
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

へ
の
対
応
が
急
務
な
状
況
に

全
国
の
Ｔ
Ｓ
で　
　
　
　

新
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
配
布
中

Ｔ
Ｓ
の
情
報
を
コ
ン
パ
ク
ト

に
収
納

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

こ
の
ほ
ど
︑
全
国
27
か
所
の

ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｔ

Ｓ
）
の
住
所
や
連
絡
先
︑
地

図
な
ど
の
情
報
が
掲
載
さ
れ

た
︑﹃
全
国
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
﹄
を
平

成
23
年
度
以
来
約
10
年
ぶ
り

に
改
訂
し
︑
全
国
の
Ｔ
Ｓ
で

配
布
し
て
い
る
︒

　

新
し
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の

表
紙
は
︑﹃
広
報
と
ら
っ
く
﹄

に
一
コ
マ
漫
画
を
連
載
中
の

漫
画
家
・
前
川
し
ん
す
け
先

『広報とらっく』からのお願い

交通・運転マナーを守って！
プロトラックドライバーは
一般ドライバーの見本に

事業用トラックは車体が大きいことから、
・急な車線変更
・不用意なクラクション
・公共施設の駐車場等での長時間駐車
・大型車進入禁止箇所等でのＵターン
・駐車場や道路へのゴミのポイ捨て
などは、一般乗用車より目立ち、交通弱者や沿道の住民の
方にとって、より迷惑に感じられます。プロトラックドラ
イバーは、交通法規を守るだけでなく、マナーを守り、一
般ドライバーの見本となりましょう。
　また、最近、交通トラブルによる事故等が社会問題化し
ています。道路交通法が改正され６月末からあおり運転が
厳罰化されるなど、マナーからルールへと状況は変わって
きましたが、他車から迷惑行為を受けても冷静に対応する
とともに、自身もより一層の安全運転に努めましょう。

（
６
月
15
日
〜
６
月
30
日
）

▽
６
月
25
日

・
正
副
会
長
会
議

・
第
97
回
通
常
総
会

第2156号（第3種郵便物認可）令和2年（2020 年）6月15日

▲令和元年9月の「交通対策委員会」決議のリーフレット

        2525

13

呼気1リットルにつき
      0.25mg 以上

呼気1リットルにつき
0.15mg 以上 0.25mg 未満

免許取消し
（欠格期間2年）

免許停止
（90日）

7 年以下の懲役もしくは禁錮
又は100万円以下の罰金

危険運転致死傷罪酒酔い運転

酒気帯び運転

過失運転致死傷罪

15年以下の懲役

15年以下の懲役

12年以下の懲役

1年以上 20年以下の懲役死亡事故

負傷事故

死亡事故

負傷事故

※上記の行政処分は、いずれも前歴が0回の場合です。

違反点数と行政処分

飲酒運転による死傷事故後に、さらに飲酒をしたり、その場を離れて酔
いをさますなどの飲酒の程度をごまかす行為をすると「過失運転致死傷
アルコール等影響発覚免脱罪」が適用され、12年以下の懲役となります。

アルコールの影響により正常な運転ができない
恐れのある状態で人身事故を起こすと

アルコールの影響により正常な運転ができない
状態で人身事故を起こすと

（自動車運転死傷行為処罰法）（道路交通法）

飲酒運転で人身事故を起こすと事故を起こさなくても違反だけで

●5年以下の懲役
　又は100万円以下の罰金
●違反点数35点
※免許取消し（3年間は免許が取得できない！）

●3年以下の懲役
　又は50万円以下の罰金

危険運転致死傷罪が適用されない場合でも、自動
車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させると

図4 飲酒運転に対する罰則

飲酒ドライバーに科せられる罰則飲酒ドライバーに科せられる罰則飲酒ドライバーに科せられる罰則図4

　
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は
、
令
和
2
（
２
０
２
０
）
年
ま
で
を
目
標
年
と
す
る
「
ト

ラ
ッ
ク
事
業
に
お
け
る
総
合
安
全
プ
ラ
ン
２
０
２
０
」
を
策
定
し
、「
飲
酒
運
転
ゼ
ロ
」

を
目
標
と
し
、
関
係
者
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、
今
年
6
月
2
日
ま
で

に
全
国
で
11
件
も
の
飲
酒
運
転
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。
国
土
交
通
省
で
は
、
こ
の
よ
う

な
事
態
を
重
く
み
て
、
全
ト
協
に
対
し
「
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
に
対
す
る
飲
酒
運
転

の
防
止
等
法
令
遵
守
の
徹
底
に
つ
い
て
」
を
要
請
し
ま
し
た
。
こ
の
要
請
は
、
昨
年
5
月

に
も
発
出
さ
れ
て
お
り
、
今
回
は
再
要
請
を
受
け
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
昨
年
9
月
に
は
、

全
ト
協
交
通
対
策
委
員
会
（
工
藤
修
二
委
員
長
）
が
、
飲
酒
運
転
根
絶
に
向
け
た
ト
ラ
ッ

ク
運
送
業
界
の
取
組
に
つ
い
て
決
議
（
写
真
㊧
）
し
た
ほ
か
、
令
和
2
年
度
の
全
ト
協
事

業
計
画
（
別
掲
）
で
は
飲
酒
運
転
事
故
根
絶
対
策
2
項
目
が
新
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
と
こ

ろ
で
す
。

　
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
も
、
社
会
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
事

業
を
継
続
し
、
く
ら
し
と
経
済
の
「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
し
て
社
会
貢
献
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
一
部
の
心
な
い
ド
ラ
イ
バ
ー
が
惹
起
し
た
飲
酒
運
転
事
故
が
続
け
ば
、
業
界
全
体

の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
最
新
の
車
籍
別

事
故
件
数
・
事
例
を
紹
介
し
ま
す
の
で
、
社
内
で
情
報
を
共
有
し
、
飲
酒
運
転
根
絶
意
識

を
向
上
さ
せ
る
な
ど
指
導
監
督
の
取
り
組
み
を
強
化
し
て
下
さ
い
。

　
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け
る
飲
酒
運
転
事
故

件
数
（
図
1
・
図
2
）
は
、平
成
24（
２
０
１
２
）

年
ま
で
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
近
年

再
び
増
加
し
て
お
り
、
特
に
28（
２
０
１
６
）

年
に
は
37
件
と
、
過
去
10
年
間
で
最
悪
の
結

果
と
な
り
ま
し
た
。
30（
２
０
１
８
）
年
は
過

去
最
少
と
な
り
ま
し
た
が
、
令
和
に
入
り
、
再

び
28
件
と
対
前
年
比
１
４
０
％
と
激
増
し
ま
し

た
。

　
ま
た
、
最
近
3
年
間
と
今
年
6
月
2
日
ま
で

の
車
籍
別
飲
酒
運
転
事
故
件
数
（
図
1
）
は
、

大
阪
府
が
7
件
で
最
多
、次
い
で
茨
城
県
6
件
、

愛
知
県
5
件
と
な
っ
て
お
り
、
北
海
道
、
東
京

都
、
千
葉
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
、
福
岡
県
が

そ
れ
ぞ
れ
4
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
、
令
和
2（
２
０
２
０
）
年
に
入

っ
て
か
ら
発
生
し
た
11
件
の
飲
酒
運
転
事
故
の

事
例
（
図
3
）
の
う
ち
、
1
件
が
死
亡
事
故
、

4
件
が
軽
傷
事
故
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
酒
酔
い
、
酒
気
帯
び
な
ど
の
飲
酒
運
転
は
、

き
わ
め
て
悪
質
で
危
険
な
反
社
会
的
・
犯
罪
行

為
で
あ
り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
本
人
や
同
乗
者
等
が

厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
万
一
事
故
を

起
こ
せ
ば
被
害
者
や
そ
の
家
族
の
人
生
を
大
き
く

狂
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
図
4
）。

　
ま
た
、
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
が
飲
酒

運
転
で
事
故
を
起
こ
し
、
飲
酒
運
転
防
止
へ
の
指

導
監
督
が
不
十
分
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
事
業
者

の
責
任
も
問
わ
れ
、
事
業
停
止
や
車
両
使
用
停
止

な
ど
の
行
政
処
分
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
社
会

的
信
頼
性
も
失
墜
し
、
経
営
に
重
大
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・全ト協が作成した「飲酒運転防止対策マニュアル」を
活用し、運転者等に対するアルコール検知器の携行、
酒気帯びの有無の測定方法及び測定結果の確実な報
告等について指導を徹底するとともに、事業用トラ
ックが関係した飲酒運転事故事例を周知するなどし
て、飲酒運転根絶意識の向上を図る。

・飲酒運転根絶に向けた各都道府県の取り組み事例に
ついて情報の共有化を図り、飲酒運転根絶に向けた
効果的な取り組みを積極的に展開する。

令和 2年度　全ト協　事業計画より

減
少
し
な
い
飲
酒
事
故

　都
道
府
県
別
事
故
発
生
件
数

飲
酒
運
転
は
反
社
会
的
行
為

　惹
起
者
・
企
業
へ
も
重
い
罰
則

飲酒運転根絶に向けた取り組みの強化
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令和 2年（6月2日時点速報11件）
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※事故件数は、平成29年から令和元年までの各年の飲酒運転による
　事故件数と令和2年 6月 2日時点での速報ベースの累計（87件）です。
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車籍地別飲酒運転事故件数図1
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車籍地別飲酒運転事故件数車籍地別飲酒運転事故件数※図1

飲酒運転は絶対に

ト
ラ
ッ
ク
業
界
の
社
会
的
信
頼
を
失
墜
さ
せ
る
飲
酒
運
転

出典：警察庁「交通事故統計」および（公財）交通事故総合分析センター「交通統計」
ただし、2020年の飲酒運転事故件数はメールマガジン「事業用自動車安全通信」（国土交通省）等による情報（6月2日現在の速報ベース）

※「飲酒運転」は「道路交通法違反取締件数」の数値で、「酒酔い運転」および「酒気帯び運転」の合計値。

「トラック事業における総合安全プラン2020」目標値と事故の現況「トラック事業における総合安全プラン2020」目標値と事故の現況

数字はいずれも事業用貨物自動車（軽自動車を除く）によるもの。
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   プラン 2020
新たにスタート

※「飲酒運転ゼロ」目標達成のためには、関係者一丸となって取り組む必要がある。

飲酒運転件数  飲酒運転ゼロ 交通事故死者数  200人以下 人身事故件数  12,500 件以下

図2

事業用トラックの飲酒運転事故事例 （令和2年1月～6月2日）（速報ベース）事業用トラックの飲酒運転事故事例 （令和2年1月～6月2日）（速報ベース）図3

事故等の
種類 車籍地 発生日時 当時の状況

死傷状況
死亡 軽傷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1月20日
9時45分
1月20日
9時45分千葉県

大阪府

鳥取県

東京都

宮城県

大阪府

愛媛県

香川県

福島県

新潟県

千葉県

酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突

酒気帯び
追突

酒気帯び
追突

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
追突

酒気帯び
追突

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突

酒酔い
衝突
酒酔い
衝突

11

11

11

11

11

1月31日
10時10分
1月31日
10時10分

2月10日
17時20分
2月10日
17時20分

3月17日
21時10分
3月17日
21時10分

4月4日
20時55分
4月4日
20時55分

6月2日
5時27分
6月2日
5時27分

5月11日
15時30分
5月11日
15時30分

5月12日
7時55分
5月12日
7時55分

4月24日
8時58分
4月24日
8時58分

5月2日
18時40分
5月2日
18時40分

5月10日
13時
5月10日
13時

千葉県の県道の交差点において、同県に営業所を置くトラクタ・ポールトレーラが運行
中、信号待ちで停車中の軽乗用車に衝突した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察による調べにより、当該トラクタ・ポールトレーラ運転者は、道路交通法
違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

茨城県の県道において、大阪府に営業所を置くトラックが運行中、前方を走行中のトラッ
クに追突した。
この事故により、追突されたトラックの運転者が軽傷を負った。
事故後の警察による調べにより、当該トラック運転者は、道路交通法違反（酒気帯び運転）
の疑いで逮捕された。

千葉県の神社敷地内において、鳥取県に営業所を置くトラクタ・バンセミトレーラが方
向転換をしようとしたところ、当該神社の建物に接触した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラクタ・バンセミトレーラ運転者の呼気からアルコー
ルが検出されたため、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

愛知県の国道において、都内に営業所を置く大型トラックが運行中、前方の乗用車に追
突し、その弾みで当該乗用車が別の乗用車に追突した。
この事故により、当該トラックに追突された乗用車の運転者が死亡した。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたた
め、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

岩手県の高速道路において、宮城県に営業所を置くトラックが運行中、中央分離帯のワ
イヤーロープに衝突した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察による調べにより、当該トラック運転者は、道路交通法違反（酒気帯び運転）
の疑いで逮された。

兵庫県の国道において、大阪府に営業所を置くトラックが運行中、前方のバイクを追い
越そうとしたところ、接触し当該バイクが転倒した。
この事故により、当該バイクの運転者が軽傷を負った。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたた
め、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

静岡県の国道において、福島県に営業所を置く大型トラックが運行中、前を走行してい
た車両に衝突した。
この事故により、衝突された車両の運転者が軽傷を負った。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたた
め、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

群馬県の高速道路のパーキングエリア内において、新潟県に営業所を置くトラックが運
行中、駐車中のトラックに衝突した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたた
め、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

千葉県の国道（片側2車線）において、同県に営業所を置く大型トラックが第2通行帯を運行中、
前方の第 1通行帯を走行していたトラクタ・セミトレーラに衝突したが、そのまま走り去った。
この事故により、トラクタ・セミトレーラの運転者が軽傷を負った。
その後の警察の調べにより、当該大型トラックの運転者は、酒酔い運転及び当て逃げの疑いで
逮捕された。

千葉県の駐車場において、愛媛県に営業所を置くトラクタ・コンテナセミトレーラが運行
中、当該駐車場内のポールに衝突した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラクタ・コンテナセミトレーラ運転者の呼気からアル
コールが検出されたため、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

大阪府の高速道路において、香川県に営業所を置くトラックが運行中、左側フェンスに衝
突した。
この事故により、荷物は散乱したが、負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

掲
示
用

出典：メールマガジン「事業用自動車安全通信」（国土交通省）等

『飲酒運転防止対策マニュアル』活用等で取り組みを強化

「しない!」「させない!」

第49回物流政策委員会（６月10日、全ト協）
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販売期間
2020年6月1日から7月31日まで

緊急発売中！

商品名

　 火 気 厳 禁
危険物第４類アルコール類（エタノール）
水溶性・危険等級Ⅱ

容器内容 単価（本）（税抜） 金額（箱）（税抜） 発注ロット数
SARAYA

サラヤンジェルSH１CB １Lタイプ ￥２,０００ ￥２0,０００ １箱（１０本）

ご注文は
10本単位で
送料込み

引火性

お問い合わせは
日本貨物運送協同組合連合会

製造元：SARAYA   販売元：（株）セイノー商事　  取扱い：日本貨物運送協同組合連合会

Tel:０３－３３５５－２０３５
Fax:０３－３３５５－２０３７

ホームページアドレス    http://www.nikka-net.or.jp
〒 1 6 0 - 0 0 0 4   東 京 都 新 宿 区 四 谷 3 丁 目 2 番 5  ( 全 日 本 ト ラ ッ ク 総 合 会 館 9 階 )

手指消毒用アルコールジェル手指消毒用アルコールジェル サラヤンジェル
SH１

79vol%エタノール含有（溶剤として）、

ウイルス・細菌
に効く

ウイルス・細菌
に効く

指定医薬部外品

プロの現場で
選ばれています

クロルヘキシジン
グルコン酸塩 0.1w/v%配合

商品特徴

①手肌をやさしくいたわりながら、
　しっかり消毒。

保湿成分としてアジピン酸ジイソブチル、アラントイン、
グリセリンを配合しました。手荒れ防止に配慮した手指
消毒剤です。

②消毒効果が持続します。

使用後も、有効成分のクロルヘキシジングルコン酸塩
が、消毒持続効果を発揮します。

③さらっとした使用感で
　べたつきません。

数量限定 2,000 箱（２万本）‼　在庫がなくなり次第終了します

物流ジャーナリスト　森田 富士夫
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︑
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ド
ラ
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青
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（
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紹
介
し
よ
う
︒
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︑
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だ
︒
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︑
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︑
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﹁
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︒
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︒
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許
を
取
得
す
る
と
す

ぐ
に
現
在
の
運
送
会
社

に
転
職
し
た
︒

　

一
方
の
Ｂ
君
は
︑﹁
設

備
関
係
の
会
社
に
就
職

し
︑
中
型
免
許
は
取
っ

て
い
た
︒
運
送
会
社
に
頼
ん
で

重
量
物
の
機
械
を
夜
間
に
ト
レ

ー
ラ
で
運
ん
で
も
ら
う
こ
と
も

あ
っ
た
︒
そ
の
時
に
先
導
車
に

乗
っ
た
り
し
て
い
た
が
︑
ト
レ

ー
ラ
の
運
転
が
カ
ッ
コ
よ
か
っ

た
の
で
︑
自
分
も
ト
ラ
ッ
ク
ド

ラ
イ
バ
ー
に
な

り
た
か
っ
た
﹂

と
い
う
︒だ
が
︑

大
型
免
許
を
も

っ
て
い
な
か
っ
た
︒

　

そ
こ
で
︑
先

に
ト
ラ
ッ
ク
ド

ラ
イ
バ
ー
に
な

っ
た
Ａ
君
が
︑

社
長
に
Ｂ
君
の

こ
と
を
話
す
と
︑

﹁
会
社
で
大
型

免
許
を
取
ら
せ

る
か
ら
﹂
と
い

う
こ
と
に
な
り
︑

Ｂ
君
も
同
じ
運

送
会
社
で
働
く

こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
︒

　

改
正
道
路
交
通
法
が
国
会
で

成
立
し︵
詳
細
は
１
面
参
照
︶︑

今
後
２
年
以
内
に
施
行
さ
れ

る
︒
こ
の
な
か
で
︑
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
に
直
接
的
に
影
響
し

て
く
る
の
は
第
九
十
六
条
の
２

項
と
３
項
で
あ
る
︒﹁
改
正
道
交

法
で
は
︑
特
例
措
置
と
し
て
︑
政

令
で
定
め
る
教
習
を
終
了
す
れ

ば
︑
普
通
免
許
保
有
１
年
以
上
で

大
型
免
許
や
中
型
免
許
の
試
験
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
﹂か
ら
だ
︒
附
帯
決
議
に
は
︑

事
業
者
へ
の
安
全
指
導
の
強
化
が

盛
り
込
ま
れ
た
が
︑
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
に
と
っ
て
19
歳
で
大
型
免

許
や
中
型
免
許
を
取
得
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
効
用
は
と
て
も

大
き
い
︒

　

な
い
も
の
ね
だ
り
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
が
︑
も
し
何
年
か
前
に

19
歳
で
大
型
免
許
の
取
得
が
可
能

に
な
っ
て
い
た
と
し
た
ら
︑
Ａ
君

も
Ｂ
君
も
も
っ
と
早
く
ト
ラ
ッ
ク

ド
ラ
イ
バ
ー
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ

う
︒
今
回
の
改
正
道
交
法
の
成
立

で
︑
偶
然
に
も
今
年
に
な
っ
て
か

ら
取
材
し
た
２
人
の
青
年
の
こ
と

が
頭
に
浮
か
ん
だ
の
で
あ
る
︒

　

だ
が
︑
こ
の
２
人
は
例
外
的
な

存
在
だ
ろ
う
︒
自
分
で
原
稿
を
書

い
て
い
な
が
ら
︑
上
手
く
予
定
調

和
的
な
筋
書
き
に
な
っ
た
気
が
す

る
（
も
ち
ろ
ん
取
材
に
よ
る
実
際

の
話
だ
が
）︒
現
実
に
は
︑
こ
の
２

人
の
よ
う
な
若
者
が
増
え
る
よ
う

に
︑
業
界
か
ら
の
働
き
か
け
が
必

要
で
あ
る
︒
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し
て
は
︑
加
害
者
が
危
険
な

高
速
度
で
運
転
し
た
場
合
に

限
り
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
﹂

と
見
な
さ
れ
て
お
り
︑
適
用

範
囲
が
限
定
的
と
さ
れ
て
い

た
︒

　

改
正
法
で
は
︑
走
行
す
る

車
の
前
方
で
停
止
し
た
り
減

速
し
た
り
し
て
︑
死
傷
事
故

が
起
き
る
恐
れ
の
あ
る
速
度

で
走
行
す
る
相
手
車
両
に
著

し
く
接
近
し
た
場
合
に
加

え
︑
高
速
道
路
や
自
動
車
専

用
道
路
で
車
線
上
に
停
止
す

る
な
ど
し
︑
走
行
す
る
車
を

停
止
ま
た
は
徐
行
さ
せ
る
行

為
も
対
象
と
し
た
︒

　

改
正
法
が
適
用
さ
れ
た
場

合
︑
相
手
に
け
が
を
さ
せ
た

場
合
は
15
年
以
下
の
懲
役
︑

死
亡
さ
せ
た
場
合
は
１
年
以

上
の
有
期
懲
役
が
科
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
︒

　

な
お
︑
改
正
法
は
﹁
６
月

12
日
﹂
か
ら
起
算
し
て
20
日

を
経
過
し
た
７
月
２
日
か
ら

施
行
さ
れ
る
︒

貨
物
運
送
事
業
者
で
は
省

エ
ネ
が
停
滞
傾
向
に

特
定
輸
送
事
業
者
の
省
エ
ネ

取
り
組
み
状
況

　

国
土
交
通
省
は
６
月
５

日
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の

合
理
化
等
に
関
す
る
法
律

（
省
エ
ネ
法
）
上
の
特
定
輸

送
事
業
者
（
ト
ラ
ッ
ク
２
０

０
台
以
上
の
輸
送
能
力
を
有

す
る
事
業
者
）
に
よ
る
省
エ

ネ
取
り
組
み
状
況
を
取
り
ま

と
め
︑
公
表
し
た
︒

　

国
交
省
で
は
平
成
18
年
度

以
降
︑省
エ
ネ
法
に
基
づ
き
︑

輸
送
事
業
者
に
対
し
︑
省
エ

ネ
へ
の
取
り
組
み
に
あ
た
り

具
体
的
に
取
り
組
む
べ
き
事

項
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
効

率
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
原
単

位
）
の
改
善
目
標
を
示
し
︑

取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
る
︒

今
回
は
︑
特
定
輸
送
事
業
者

が
18
～
30
年
度
に
提
出
し
た

報
告
書
よ
り
︑
取
り
組
み
の

施
行
状
況
を
取
り
ま
と
め
た
︒

　

貨
物
・
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク

自
動
車
で
は
︑
改
善
目
標
を

達
成
し
た
事
業
者
の
割
合

は
︑
制
度
開
始
直
後
は
高
か

っ
た
も
の
の
︑
近
年
は
停
滞

傾
向
が
み
ら
れ
る
︒
事
業
者

が
改
善
目
標
を
達
成
で
き
な

か
っ
た
主
な
理
由
と
し
て
は
︑

﹁
貨
物
量
の
減
少
﹂︑﹁
業
務

量
の
増
加
に
よ
る
増
車
︑
走

行
距
離
の
増
加
︑
車
両
の
大

型
化
等
﹂︑﹁
天
候
の
影
響
﹂

な
ど
と
な
っ
て
い
る
︒

　

一
方
で
︑
事
業
者
全
体
の

平
均
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
原

単
位
は
︑
21
年
を
底
に
一
時

的
に
改
善
し
た
時
期
が
あ
る

も
の
の
︑
近
年
は
緩
や
か
な

増
加
傾
向
で
推
移
し
て
い
る
︒

広
域
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

効
率
的
な
強
化
を

「
新
た
な
広
域
道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
関
す
る
検
討
会
」

中
間
と
り
ま
と
め

　

国
土
交
通
省
は
６
月
８
日
︑

﹁
新
た
な
広
域
道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
関
す
る
検
討
会
﹂

（
座
長
・
朝
倉
康
夫
東
京
工

業
大
学
環
境
・
社
会
理
工
学

院
教
授
）
中
間
と
り
ま
と
め

を
公
表
し
た
︒

　

同
検
討
会
で
は
︑
様
々
な

道
路
交
通
課
題
な
ど
に
対
応

し
︑
我
が
国
の
生
産
性
や
国

際
競
争
力
を
高
め
︑
持
続
可

能
な
社
会
の
構
築
を
図
る
た

め
に
︑
新
た
な
広
域
道
路
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
の
方

向
性
に
つ
い
て
︑
検
討
を
行

っ
て
い
る
︒

　

同
中
間
と
り
ま
と
め
で

は
︑
広
域
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
関
す
る
現
状
・
課
題
と

し
て
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
よ
る
緊
急
事
態

宣
言
下
に
お
い
て
も
︑
物
流

交
通
は
維
持
さ
れ
た
一
方
で
︑

﹁
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

と
し
て
の
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ

バ
ー
担
い
手
不
足
﹂
を
挙
げ

た
ほ
か
︑﹁
渋
滞
の
発
生
﹂
や

﹁
災
害
リ
ス
ク
へ
の
対
応
﹂︑

﹁
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽
化
﹂︑
ま

た
﹁
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
車

（
40
㌳
背
高
）
な
ど
の
大
型

ト
ラ
ッ
ク
が
支
障
な
く
通
行

で
き
る
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
構
築
﹂
に
つ
い
て
も
挙
げ

て
い
る
︒

　

そ
う
し
た
中
で
同
検
討
会

で
は
︑
新
技
術
の
発
展
な
ど

時
代
の
変
化
に
対
応
す
る
た

め
に
は
︑
現
在
供
用
し
て
い

る
広
域
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

改
正
自
動
車
運
転
処
罰
法

が
６
月
５
日
︑
参
議
院
本
会

議
で
可
決
・
成
立
し
︑
６
月

12
日
に
公
布
さ
れ
た
︒

　

こ
れ
ま
で
急
な
割
り
込
み

や
幅
寄
せ
な
ど
の
行
為
に
関

ド
ラ
イ
バ
ー
の
労
働
時

間
に
関
す
る
実
態
調
査

を
検
討

改
善
基
準
告
示
見
直
し
に
向
け

　

厚
生
労
働
省
は
６
月
12

日
︑
第
２
回
﹁
労
働
政
策
審

議
会
労
働
条
件
分
科
会
自
動

「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
構
築
宣
言
」作
成

・
公
表
の
働
き
か
け

を
推
進

大
企
業
・
中
小
企
業
の

共
存
共
栄
図
る

　

経
済
産
業
省
・
中
小
企
業

庁
で
は
︑
５
月
18
日
に
開
催

さ
れ
た
﹁
未
来
を
拓
く
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
推
進
会

議
﹂
に
お
い
て
︑﹁
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
構
築
宣
言
﹂
の
仕

組
み
を
導
入
し
︑
大
企
業
と

中
小
企
業
の
共
存
共
栄
の
関

係
を
構
築
す
る
こ
と
で
合

意
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
多
く

の
企
業
経
営
者
が
同
宣
言
を

作
成
・
公
表
で
き
る
よ
う
働

き
か
け
を
推
進
す
る
た
め
︑

ひ
な
形
や
記
載
要
領
等
を
ま

車
運
転
者
労
働
時
間
等
専
門

委
員
会
﹂（
委
員
長
・
藤
村

博
之
法
政
大
学
大
学
院
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

研
究
科
教
授
）を
開
催
し
た
︒

　

専
門
委
員
会
に
は
全
日
本

ト
ラ
ッ
ク
協
会
か
ら
︑
馬
渡

雅
敏
副
会
長
と
浜
島
和
利
物

流
政
策
委
員

会
委
員
が
参

加
︒
ト
ラ
ッ

ク
を
は
じ
め

と
し
た
３
分

野
で
︑
事
業

場
に
対
す
る

実
態
調
査
な

ど
今
後
実
施

す
べ
き
具
体

的
事
項
等
に

つ
い
て
検
討

を
実
施
し
て

き
た
﹁
自
動

車
運
転
者
の

労
働
時
間
等

に
係
る
実
態

調
査
検
討

会
﹂
か
ら
の

と
め
︑
６
月
10
日
に
公
表
し

た
︒
同
宣
言
は
︑
取
引
先
と

共
存
共
栄
の
関
係
を
築
こ
う

と
す
る
経
営
者
が
︑
取
引
先

と
の
共
存
共
栄
や
取
引
条
件

の
し
わ
寄
せ
防
止
の
た
め
の

取
り
組
み
を
︑
代
表
者
の
名

前
で
宣
言
す
る
も
の
︒（
公

財
）
全
国
中
小
企
業
振
興
機

関
協
会
が
運
営
す
る
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
に
提
出
・
登
録
す

る
と
︑
同
サ
イ
ト
に
宣
言
が

掲
載
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
宣
言

企
業
は
現
在
作
成
中
の
ロ
ゴ

マ
ー
ク
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
︑
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と

し
て
一
部
補
助
金
の
優
先
採

択
が
検
討
さ
れ
て
い
る
︒

　

詳
細
に
つ
い
て
は
︑
経
産

省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照

の
こ
と
︒

報
告
が
行
わ
れ
た
ほ
か
︑
実

態
調
査
の
実
施
方
法
や
調
査

項
目
に
つ
い
て
の
検
討
が
行

わ
れ
た
︒

　

同
検
討
会
で
は
︑
こ
れ
ま

で
３
回
に
渡
っ
て
︑
実
態
調

査
の
方
向
性
策
定
な
ど
を
進

め
て
き
た
︒

死
亡
者
数
・
死
傷
者
数
は

前
年
よ
り
減
少

昨
年
の
労
災
発
生
状
況

　

厚
生
労
働
省
は
５
月
27

日
︑
平
成
31
年
１
月
か
ら
令

和
元
年
12
月
ま
で
の
﹁
労
働

災
害
発
生
状
況
﹂
を
取
り
ま

と
め
︑
公
表
し
た
︒

　

そ
れ
に
よ
る
と
︑
労
働
災

害
に
よ
る
死
亡
者
数
は
８
４

５
人（
前
年
比
７
・
０
％
減
）

で
︑
２
年
連
続
で
過
去
最
少

と
な
っ
た
︒
陸
上
貨
物
運
送

事
業
で
は
１
０
１
人
（
同
１

・
０
％
減
）
と
な
っ
た
︒

　

ま
た
︑
休
業
４
日
以
上
の

死
傷
者
数
は
12
万
５
６
１
１
人

（
同
１
・
３
％
減
）
と
︑
前

年
に
比
べ
て
減
少
し
た
︒
陸

上
貨
物
運
送
事
業
で
は
１
万

５
３
８
２
人
（
同
２
・
８
％

減
）
で
︑死
傷
年
千
人
率
（
１

年
間
の
労
働
者
１
０
０
０
人

当
た
り
に
発
生
し
た
死
傷
者

数
の
割
合
）
で
は
８
・
55
と

な
っ
た
︒

　

陸
上
貨
物
運
送
事
業
の
死

傷
者
数
は
︑﹁
墜
落
・
転
落
﹂︑

﹁
転
倒
﹂
は
前
年
比
で
大
き

く
減
少
し
て
い
る
も
の
の
︑

平
成
29
年
比
で
は
増
加
し
て

い
る
︒
ま
た
︑﹁
動
作
の
反
動

・
無
理
な
動
作
﹂
は
増
加
傾

向
に
あ
る
が
︑﹁
交
通
事
故

（
道
路
）﹂
は
減
少
傾
向
に

あ
る
︒

　

厚
労
省
が
定
め
て
い
る

﹁
第
13
次
労
働
災
害
防
止
計

画
﹂（
30
年
度
～
令
和
４
年

度
）
で
は
︑
陸
上
貨
物
運
送

事
業
に
お
け
る
死
傷
年
千
人

率
に
つ
い
て
︑
４
年
に
７
・

98
ま
で
減
少
さ
せ
る
目
標
を

立
て
て
お
り
︑
運
送
事
業
者

に
お
い
て
は
労
災
事
故
減
少

へ
の
取
り
組
み
強
化
が
求
め

ら
れ
る
︒

依
然
と
し
て
多
い
「
熱
中

症
に
よ
る
死
傷
災
害
」

マ
ス
ク
を
外
せ
る
場
所
で
の

休
憩
等
対
策
を
呼
び
か
け

　

厚
生
労
働
省
は
５
月
27

日
︑
２
０
１
９
年
﹁
職
場
に

お
け
る
熱
中
症
に
よ
る
死
傷

災
害
の
発
生
状
況
﹂（
確
定

値
）
を
取
り
ま
と
め
︑
公
表

し
た
︒

　

そ
れ
に
よ
る
と
︑
昨
年
の

職
場
で
の
熱
中
症
に
よ
る
死

傷
者
（
死
亡
・
休
業
４
日
以

上
）
は
︑
前
年
よ
り
減
少
し

た
も
の
の
８
２
９
人
（
う
ち

死
亡
者
25
人
）
と
︑
依
然
と

し
て
多
い
状
況
と
な
っ
て
い

る
︒
運
送
業
で
は
︑
死
亡
者

数
２
人
︑
死
傷
者
数
１
１
０

人
と
な
っ
た
︒

　

平
成
27
年
以
降
の
月
別
の

熱
中
症
の
死
傷
者
数
を
み
る

と
︑
全
体
の
９
割
弱
が
７
月

お
よ
び
８
月
に
発
生
し
て
い

る
︒
一
方
で
︑
昨
年
は
６
月

か
ら
10
月
に
か
け
て
死
亡
災

害
が
発
生
し
て
お
り
︑
暑
さ

が
本
格
化
す
る
前
か
ら
の
熱

中
症
へ
の
注
意
が
必
要
︒

　

ま
た
︑
時
間
帯
別
で
は
︑

11
時
台
お
よ
び
14
～
16
時
台

に
熱
中
症
に
よ
る
死
傷
災
害

が
多
く
発
生
し
て
い
る
ほ
か
︑

日
中
の
作
業
終
了
後
に
帰
宅

し
て
か
ら
体
調
が
悪
化
し
︑

病
院
へ
搬
送
さ
れ
る
ケ
ー
ス

も
散
見
さ
れ
る
︒

　

厚
労
省
で
は
︑
事
業
場
ご

と
に
︑
体
が
感
じ
る
暑
さ
を

表
す
Ｗ
Ｂ
Ｇ
Ｔ
値
（
暑
さ
指

数
）
を
測
定
し
て
作
業
環
境

を
把
握
し
︑
労
働
者
の
身
体

に
大
き
な
負
担
を
か
け
な
い

よ
う
な
作
業
計
画
・
指
示
を

行
う
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
︒

ま
た
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
に

家
庭
用
マ
ス
ク
を
着
用
す
る

機
会
が
増
え
て
い
る
た
め
︑

着
用
中
に
息
苦
し
さ
を
感
じ

る
時
は
︑
周
囲
の
人
と
の
距

離
を
十
分
に
取
れ
る
場
所
な

ど
マ
ス
ク
を
外
せ
る
場
所
で
︑

休
憩
を
取
る
よ
う
求
め
て
い
る

（
２
面
・﹁
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け

る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
予
防
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
﹂
参
照
）︒

選
考
開
始
や
採
用
日
程
な

ど
を
変
更

令
和
３
年
３
月
の
新
規
高
卒
者

　

厚
生
労
働
省
は
６
月
11

日
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
を
受
け
︑
全

国
の
高
等
学
校
で
臨
時
休
業

期
間
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑

新
規
高
等
学
校
卒
業
者
の
就

職
準
備
期
間
が
短
く
な
り
︑

生
徒
が
不
十
分
な
準
備
の
ま

ま
就
職
活
動
に
臨
む
こ
と
が

懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
生

徒
の
希
望
・
適
性
に
あ
っ
た

就
職
を
実
現
し
︑
ミ
ス
マ
ッ

チ
に
よ
る
早
期
離
職
を
防
止

す
る
観
点
か
ら
︑
全
国
高
等

学
校
長
協
会
︑
日
本
経
済
団

体
連
合
会
︑
日
本
商
工
会
議

所
︑
全
国
中
小
企
業
団
体
中

央
会
︑
文
部
科
学
省
お
よ
び

厚
労
省
に
お
い
て
検
討
会
議

を
開
催
し
︑
令
和
３
年
３
月

に
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
生

徒
の
採
用
選
考
期
日
に
つ
い

て
︑
現
行
の
９
月
16
日
か
ら

10
月
16
日
へ
変
更
す
る
こ
と

な
ど
を
決
定
し
た
︒

　

こ
れ
に
よ
り
︑
令
和
３
年

３
月
の
新
規
高
等
学
校
卒
業

者
の
採
用
選
考
期
日
は
︑
○

企
業
に
よ
る
学
校
へ
の
求
人

申
込
及
び
学
校
訪
問
開
始
・

７
月
１
日
※
変
更
無
し
︑
○

学
校
か
ら
企
業
へ
の
生
徒
の

応
募
書
類
提
出
開
始
・
10
月

５
日（
沖
縄
県
は
９
月
30
日
）

※
変
更
前
は
９
月
５
日
（
沖

縄
県
は
８
月
30
日
）︑
○
企

業
に
よ
る
選
考
開
始
お
よ
び

採
用
内
定
開
始
・
10
月
16
日

※
変
更
前
は
９
月
16
日
︱
︱

と
な
る
︒

経 産 省 の
交
通
課
題
を
把
握
す
る
と

と
も
に
︑
今
後
の
広
域
道
路

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
に
つ
い
て

も
再
構
築
が
必
要
と
指
摘
︒

そ
の
上
で
︑
広
域
道
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
効
率
的
な
強
化

の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
︒

２
年
度
「
産
業
保
健
関
係

助
成
金
」
事
業
を
実
施

労
働
者
健
康
安
全
機
構

　
（
独
）
労
働
者
健
康
安
全

機
構
で
は
︑
職
場
に
お
け
る

労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
図

る
た
め
︑
令
和
２
年
度
﹁
産

業
保
健
関
係
助
成
金
﹂
事
業

を
実
施
し
て
い
る
︒

　

今
年
度
行
わ
れ
て
い
る
助

成
金
は
次
の
通
り
︒

　

①
治
療
と
仕
事
の
両
立
支

援
助
成
金
（
環
境
整
備
コ
ー

ス
・
制
度
活
用
コ
ー
ス
）

　

②
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
助

成
金

　

③
職
場
環
境
改
善
計
画
助

成
金
（
事
業
場
コ
ー
ス
）

　

④
心
の
健
康
づ
く
り
計
画

助
成
金

　

⑤
小
規
模
事
業
場
産
業
医

活
動
助
成
金
（
産
業
医
コ
ー

ス
︑
保
健
師
コ
ー
ス
︑
直
接

健
康
相
談
環
境
整
備
コ
ー
ス
）

　

⑥
副
業
・
兼
業
労
働
者
の

健
康
診
断
助
成
金

　

詳
細
に
つ
い
て
は
︑
同
機

構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
の

こ
と
︒

Ｈ
Ｖ
・
Ｅ
Ｖ
ト
ラ
ッ
ク
導
入

支
援
を
実
施

予
算
額
約
９
・
５
億
円

　
（
公
財
）
日
本
自
動
車
輸

送
技
術
協
会
（
Ｊ
Ａ
Ｔ
Ａ
）

で
は
︑
環
境
省
か
ら
の
令
和

２
年
度
﹁
二
酸
化
炭
素
排
出

抑
制
対
策
事
業
費
等
補
助
金
﹂

（
電
動
化
対
応
ト
ラ
ッ
ク
・

バ
ス
導
入
加
速
事
業
）
を
活

用
し
︑
電
動
化
対
応
ト
ラ
ッ

ク
﹇
電
気
自
動
車
（
Ｅ
Ｖ
）

・
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車（
Ｈ
Ｖ
）﹈

を
導
入
す
る
運
送
事
業
者
へ

の
補
助
を
実
施
す
る
︒

　

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の
補
助

対
象
は
︑
大
型
Ｈ
Ｖ
ト
ラ
ッ

ク
（
車
両
総
重
量
12
㌧
超
）

お
よ
び
Ｅ
Ｖ
ト
ラ
ッ
ク
（
同

２
・
５
㌧
以
上
）
と
︑
Ｅ
Ｖ

ト
ラ
ッ
ク
の
充
電
に
必
要
な

充
電
設
備
︒
補
助
額
は
図
の

通
り
︒

　

申
請
受
付
期
間
は
︑
令
和

３
年
１
月
29
日
㈮
ま
で
︒
た

だ
し
︑
対
象
車
両
を
購
入
す

る
前
に
申
請
を
行
う
場
合

は
︑
３
年
３
月
４
日
㈭
ま
で

に
車
両
を
購
入（
新
規
登
録
）

す
る
必
要
が
あ
る
︒

　

詳
細
は
︑
Ｊ
Ａ
Ｔ
Ａ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
︒

図　補助額（予算総額約9.5億円）
①電動化対応トラック（HV・EV）
　標準的燃費基準の車両との差額の一定率
　　・ハイブリッド車（HV）：２分の１
　　・電気自動車（EV）：３分の２
②EVの充電に必要な充電設備
　補助対象経費（見積額のうち、JATAが認めた額）の２分の１
　※ただし、充電設備工事額は充電設備（機器類）を上限とする

（公社）日本バス協会からの
バス車内事故防止についてのお知らせ

　平素は、バスの安全運行にご協力いただき、誠にありがと
うございます。
　日本バス協会では、走行中のバス車内での転倒事故等を
防止するため、７月１日～３１日の間 「バス車内事故防止キャ
ンペーン」を実施しております。
　一般車による「無理な割り込み」や「急な飛び出し」は、
事故を回避するための急ブレーキを誘発し、車内での乗客
の転倒などの事故を誘発する要因となっております。
　トラックドライバーの皆様には、今後も優しい運転でバス
の車内事故防止にご協力をお願いします。

改
正
自
動
車
運
転
処
罰
法
が
成
立

あ
お
り
停
車
も
危
険
運
転
に

労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会（6月12日、日
比谷国際ビル）
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紙・パルプ （洋紙・板紙分野）

労
働
条
件
改
善
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

紙・パルプ （家庭紙分野）

紙・パルプ （洋紙・板紙分野）

「加工食品」「建設資材」「紙・パルプ」
取引環境改善・長時間労働是正に向けた具体的な取り組みを
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30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）

加工食品　398件

建築・建設用金属製品　350件

紙・パルプ　339件

飲料・酒　326件

生鮮食品　281件

鉄鋼厚板・金属薄板等金属　182件セメント・コンクリート　168件

日用品　141件

プラスチック性
部品・加工品等　94件

米、麦、穀物　98件

その他
1,515件

N=3,892（件数）

　国土交通省と厚生労働省が平成 27年に設置した
「トラック輸送における取引環境・労働時間改善中
央協議会」では、28年度から、荷待ち時間の削減
や荷役作業の効率化など、長時間労働の抑制を図る
ための実証実験を進めている。
　また、同協議会による調査の結果、荷待ち時間の
件数が特に多かった輸送分野（「加工食品」、「建設
資材」、「紙・パルプ」の３分野）について、30年度
からは「物流における生産性向上及びトラックドライ
バーの労働時間改善に関する懇談会」を開催。それ
ぞれの輸送分野特有の課題の洗い出しや、実証実

験、実態調査等を踏まえた解決方策の検討を進めて
きた。
　国交省と厚労省、経済産業省などではこのほど、
その成果として、「荷主と運送事業者の協力による取
引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン　
加工食品物流編」、「同　建設資材物流編」、「同　紙
・パルプ（家庭紙分野）物流編」、「同　紙・パルプ
（洋紙・板紙分野）物流編」をまとめた。
　ここでは、同ガイドラインの概要について紹介す
る。なお、同ガイドラインは、国交省ホームページ
よりダウンロードすることができる。

◆ガイドライン策定の経緯
・トラック運送業においては、ドライバー不足が大きな課題となっており、ト

ラック運送事業者、発着荷主等の関係者が連携して、取引慣行上の課題も
含めてサプライチェーン全体で解決を図っていくことが必要。

・一方、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性に違いがあるところであり、
輸送品目別に検討を行うことが効果的。

・このため、荷待ち件数が特に多い加工食品、建設資材、紙・パルプ分野につ
いて、課題の抽出を図るとともに、トラック運送事業者および発着荷主が
参画して長時間労働の改善を図るため、懇談会を設置。懇談会の検討の成
果として、ガイドラインを策定。

◆トラック運送事業の健全な発展に向けて
・トラックドライバーの人手不足を解消するためには、物流の過程で発生

している荷待ち時間等の「ムダの排除」や、機械荷役への転換等の「作
業の効率化」、共同配送等の「輸送効率の向上」等に取り組む必要があ
るが、これらの取り組みは荷主の協力なくしては実現しえない。また、
トラック運送事業者と契約関係にある発荷主がいくら物流改善に取り組
んだとしても、「着荷主の協力」が得られなければ十分な取り組みの効果
は得られない。さらには、当該発着荷主よりも「サプライチェーンの供給部門方面または最終消費者方面に
位置する関係者の協力」がなければ、これらの取り組みを継続的に進めることは困難である。

・そのため、まずは「サプライチェーン全体の関係者が危機感を持って物流面の課題を認識する」必要がある。
また、各関係者内においては、「物流部門だけではなく、企業のトップ、営業部門、企画部門も含め、一丸と
なって物流課題の解決に取り組む」必要がある。

・その第一歩としては、サプライチェーンの各関係者が「ホワイト物流」推進運動（写真）に参加し、物流改善
のために自社で何ができるかを検討し、これを実践することが適当ではないかと考える。これが、各関係者
が「荷主配慮義務」の責を果たすきっかけとなり、ひいては社会的責任を果たすことにも繋がることとなる。

国交省
厚労省
経産省
など

加工食品

※

※賞味期間の３分の１以内で小売店鋪に納品する慣例

作業所 職長 作業員 警備員
搬入車両
ドライバー

１次協力
施工会社

課
題
②

課
題
② 課

題
①

課
題
①

課
題
③

課
題
③

課
題
④

課
題
④

課
題
④

課
題
④

課
題
②

課
題
②

建設資材

「荷主と運送事業者の協力による取引環境と
長時間労働の改善に向けたガイドライン」を策定
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ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
に
か

か
わ
ら
ず
︑
企
業
経
営
に
お

い
て
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計

画
）
の
策
定
は
︑
今
や
必
須

と
い
え
よ
う
︒
そ
の
重
要
性

は
︑
９
年
前
の
東
日
本
大
震

災
が
大
き
な
転
機
と
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
近
年

多
発
し
て
い
る
台
風
や
豪

雨
︑
水
害
等
に
よ
る
甚
大
な

被
害
の
発
生
︑
更
に
現
在
の

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
に
伴
う
緊
急
事
態
宣
言

下
で
も
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
は
︑
社
会
イ
ン
フ
ラ
と
し

て
献
身
的
な
活
動
が
行
わ
れ

て
い
る
︒

　

そ
の
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

も
︑
自
ら
の
事
業
を
継
続
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
︑
つ
ま

り
前
記
の
よ
う
な
異
常
時
や

緊
急
時
な
ど
﹁
リ
ス
ク
発
生

時
﹂
に
︑
企
業
と
し
て
ど
の

よ
う
な
行
動
を
と
る
の
か（
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
か
）
を
︑

社
内
計
画
あ
る
い
は
ル
ー
ル

と
し
て
決
め
て
お
く
こ
と
と

が
極
め
て
重
要
と
な
る
︒
こ

の
計
画
が
事
業
継
続
計
画

（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
※
）
で
あ
る
︒

　

し
か
し
︑
中
小
事
業
者
が

多
い
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者

に
お
い
て
は
︑
い
ま
だ
Ｂ
Ｃ

Ｐ
が
策
定
さ
れ
て
い
な
い
状

況
が
散
見
さ
れ
る
︒
わ
が
国

の
経
済
と
生
活
を
支
え
る
役

割
を
担
う
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
者
は
︑
平
時
の
み
な
ら
ず

災
害
時
に
も
︑
従
業
員
の
安

全
を
確
保
し
つ
つ
︑
で
き
る

限
り
の
業
務
を
実
施
で
き
る

準
備
と
体
制
づ
く
り
が
︑
今

　

改
め
て
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継

続
計
画
）
と
は
何
な
の
か
︒

そ
の
名
の
通
り
︑﹁
企
業
が

災
害
や
事
故
等
︑
事
業
や
業

務
を
通
常
通
り
続
け
て
い
く

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
リ
ス

ク
や
危
機
が
発
生
し
た
際

に
︑
い
か
に
必
要
最
低
限
の

業
務
を
継
続
し
︑
か
つ
短
時

間
で
乗
り
切
る
か
の
た
め
の

計
画
﹂
で
あ
る
︒

　

例
え
ば
製
造
業
で
は
︑
有

事
の
際
に
︑
い
か
に
製
造
を

ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
な
く
︑

ま
た
製
品
を
市
場
に
安
定
的

に
供
給
す
る
か
を
考
え
︑
そ

れ
に
必
要
な
準
備
と
行
動
を

計
画
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
︒

具
体
的
に
は
︑
安
定
し
た
原

材
料
や
部
品
の
調
達
ル
ー
ト

の
確
保
や
︑
有
事
で
も
操
業

停
止
に
な
ら
な
い
工
場
設

備
︑
従
業
員
と
の
連
絡
体
制

と
参
集
基
準
︑
完
成
し
た
製

品
の
供
給
ル
ー
ト
と
供
給
手

段
の
確
保
な
ど
︑
様
々
な
準

後
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
る
︒

ま
た
既
に
作
成
し
て
い
て
も
︑

内
容
が
旧
か
っ
た
り
︑
従
業

員
が
知
ら
な
い
︑
理
解
で
き

て
い
な
か
っ
た
り
し
て
は
意

味
が
な
い
︒
ぜ
ひ
︑﹁
Ｂ
Ｃ

Ｐ
の
策
定
︑確
認
︑見
直
し
﹂

に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た

い
︒

備
と
対
応
が
必
要
に
な
る
︒

そ
の
中
で
も
︑物
流
面
で
は
︑

例
え
ば
有
事
に
は
平
時
と
異

な
る
輸
送
手
段
を
確
保
で
き

る
の
か
を
想
定
し
た
計
画

を
︑
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
を
利
用

す
る
に
も
︑
そ
の
災
害
時
に

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の
車

両
や
ド
ラ
イ
バ
ー
を
い
か
に

確
保
す
る
か
と
い
っ
た
準
備

が
重
要
と
な
る
︒

　

し
た
が
っ
て
︑荷
主
企
業
︑

す
な
わ
ち
物
流
サ
ー
ビ
ス
を

依
頼
す
る
全
て
産
業
・
業
種

で
︑
そ
の
た
め
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の

策
定
が
必
須
と
い
え
る
︒

　

ま
た
︑
東
日
本
大
震
災
以

降
の
度
重
な
る
自
然
災
害
時

に
も
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

に
は
緊
急
支
援
物
資
の
輸
送

や
物
流
拠
点
の
運
営
な
ど
へ

の
期
待
が
一
層
高
ま
っ
て
い

る
︒
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者

に
は
︑
自
社
の
事
業
継
続
は

も
と
よ
り
︑
経
済
活
動
を
支

え
る
と
と
も
に
社
会
的
貢
献

い
︒

○ 

自
社
の
営
業
を
い
か
に
早

期
に
開
始
し
︑
で
き
る
だ

け
短
期
間
で
通
常
通
り
に

戻
す
か
︒
事
業
を
い
か
に

存
続
さ
せ
る
か
︒

○ 

緊
急
物
資
輸
送
な
ど
社
会

か
ら
求
め
ら
れ
る
物
流
機

能
を
い
か
に
担
う
こ
と
が

で
き
る
か
︒

○ 

顧
客
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

（
物
流
シ
ス
テ
ム
）
を
い

か
に
確
保
す
る
か
︑
早
期

に
復
旧
す
る
か
︒

　

こ
の
３
つ
の
視
点
か
ら
早

期
に
事
業
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
体
制
を
︑
あ
ら
か
じ
め

準
備
し
て
お
く
こ
と
が
重
要

と
な
る
︵
図
︶︒

　

こ
れ
を
中
小
事
業
者
を
想

定
し
た
具
体
例
で
考
え
て
み

る
︒
保
有
す
る
ト
ラ
ッ
ク
が

10
台
の
事
業
者
が
︑
事
前
の

防
災
対
策
や
減
災
対
策
を
と

ら
ず
に
被
災
す
る
と
︑
10
台

全
て
が
稼
動
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
う
が
︑
適
切
な
防
災

・
減
災
対
策
を
と
っ
て
い
れ

ば
︑
ま
ず
３
台
は
稼
動
可
能

と
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ

と
で
あ
る
︒

　

更
に
︑
被
災
当
初
は
３
台

が
稼
動
可
能
な
状
況
か
ら
︑

○
日
後
に
は
７
台
︑
△
日
後

に
は
10
台
（
１
０
０
％
）
の

よ
う
に
︑
い
か
に
短
期
間
で

復
旧
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と

が
重
要
と
な
る
︒

小
さ
な
も
の
で
は
な
い
︒

　

そ
こ
で
︑
事
前
の
防
災
対

策
と
し
て
︑
次
の
項
目
に
つ

い
て
準
備
と
対
策
を
行
っ
て

お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
し

て
い
る
︒

①ハザードマップ（最新版）等で事業所や施設の危険度を把握
②必要に応じて防災対策（耐震・遮水・荷崩れ防止等）を実施
③構内・事務所の整理・整頓
④消火器、救急用品、避難・救難機材の準備
⑤備蓄品の準備、停電対策等
⑥通信手段の多重化、電源の確保
⑦システムやデータのバックアップ
⑧事務所・車両・倉庫など重要代替拠点・設備の確保

　

こ
の
中
で
も
︑
災
害
時
に

は
回
線
の
集
中
や
基
地
局
の

被
害
︑
停
電
な
ど
に
よ
り
︑

携
帯
電
話
で
の
連
絡
が
な
か

な
か
と
れ
な
い
事
態
が
生
じ

か
ね
な
い
︒
携
帯
電
話
へ
の

依
存
を
変
え
る
こ
と
は
現
実

的
に
難
し
い
と
し
て
も
︑
⑥

の
よ
う
な
﹁
通
信
手
段
の
多

重
化
︑
電
源
の
確
保
﹂
の
準

備
は
重
要
と
な
る
︒
例
え
ば
︑

﹁
複
数
の
携
帯
電
話
会
社
の

利
用
﹂︑﹁
携
帯
端
末
を
利
用

し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

体
制
﹂︑﹁
衛
星
携
帯
電
話
・

Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
の
利
用
﹂︑﹁
固

定
電
話
の
利
用
﹂︑﹁
災
害
用

伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
等
の
活
用

等
﹂
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
︒

　

通
信
に
関
し
て
は
︑
手
段

の
多
重
化
と
と
も
に
︑
電
源

の
確
保
が
非
常
に
重
要
と
な

る
︒
前
記
の
通
信
手
段
が
停

電
時
で
も
一
定
時
間
利
用
で

き
る
よ
う
︑﹁
電
池
や
バ
ッ
テ

リ
ー
の
予
備
を
準
備
す
る
﹂

や
﹁
簡
易
発
電
機
を
準
備
す

る
﹂
な
ど
︑
複
数
の
電
源
の

準
備
が
望
ま
れ
る
︒

　

ポ
イ
ン
ト
２
以
降
に
つ
い

て
︑
こ
こ
で
は
考
え
方
の
み

記
す
が
︑
そ
の
詳
細
に
つ
い

て
は
﹁
Ｂ
Ｃ
Ｐ
作
成
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
﹂
を
参
照
い
た
だ
き

た
い
︒

も
求
め
ら
れ
て
お
り
︑
企
業

規
模
に
か
か
わ
ら
ず
Ｂ
Ｃ
Ｐ

　

中
小
の
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
者
が
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
策
定
す
る

際
に
は
︑（
一
社
）
日
本
物

流
団
体
連
合
会
で
作
成
さ
れ

た
﹁
自
然
災
害
時
に
お
け
る

物
流
業
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継

続
計
画
）
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
︿
第
２
・
０
版
﹀﹂（
以
下

﹁
Ｂ
Ｃ
Ｐ
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
﹂
と
す
る
）
や
︑（
公
社
）

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
作

成
さ
れ
た
﹁
中
小
ト
ラ
ッ
ク

運
送
事
業
者
の
た
め
の
リ
ス

ク
対
策
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
﹂
が

参
考
に
な
る
︒

　

な
お
︑
こ
の
２
つ
は
︑
主

に
自
然
災
害
時
を
対
象
と
し

た
も
の
で
あ
り
︑
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に

関
し
て
は
︑
全
ト
協
作
成
の

﹁
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け
る
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防

の
策
定
が
求
め
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
︒

対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン 

（
第
２

版
）﹂（
以
下
﹁
新
型
コ
ロ
ナ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂）
を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

　
﹁
Ｂ
Ｃ
Ｐ
作
成
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
﹂
に
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て

の
項
目
は
特
段
含
ん
で
い
な

い
が
︑
例
え
ば
︑
事
前
準
備

（
備
蓄
品
︑
重
要
代
替
拠
点

・
設
備
の
確
保
等
）
や
連
絡

体
制
︑
安
否
確
認
︑
従
業
員

招
集
︑
訓
練
︑
代
替
輸
送
網

の
構
築
︑
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務

に
つ
い
て
な
ど
︑
感
染
症
対

策
に
も
参
考
に
な
る
項
目
も

あ
る
︒

　

ま
ず
︑﹁
Ｂ
Ｃ
Ｐ
作
成
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
﹂
を
も
と
に
︑

自
然
災
害
時
の
物
流
現
場
を

想
定
し
た
次
の
よ
う
な
Ｂ
Ｃ

Ｐ
の
考
え
方
を
再
確
認
し
た

　

ま
た
︑
自
然
災
害
時
の
Ｂ

Ｃ
Ｐ
策
定
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑

次
の
４
つ
と
な
る
︒

ポイント１：防災対策
　～事前の予防・被害緩和（減災）対策～

ポイント２：発災直後の措置

ポイント３：復旧対策の実行

ポイント４：平時からの準備

　

こ
こ
で
は
︑
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
大

き
な
柱
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
１

﹁
防
災
対
策
﹂
に
つ
い
て
確

認
し
て
み
た
い
︒

　

自
然
災
害
に
よ
る
被
災

は
︑
あ
ら
か
じ
め
の
準
備
に

よ
っ
て
緩
和
す
る
こ
と
が
で

き
︑
そ
の
備
え
の
有
無
に
よ

る
被
害
の
違
い
は
︑
決
し
て

※
Ｂ
Ｃ
Ｐ
： Business Continuity 

Plan

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
時
に
も

重
要
な
役
割
を
担
う
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
に
お
け
るＢＣ

Ｐ
対
策
の
重
要
性

主
に
自
然
災
害
時
に
お
け
る

Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
の
考
え
方
と
ポ
イ
ン
ト

第
２
回
〔
寄
稿
〕
災
害
時
に
備
え
た
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
の
策
定
に
つ
い
て

㈱
日
通
総
合
研
究
所　

取
締
役　

大
島　

弘
明
氏

　

近
年
わ
が
国
で
は
︑
台
風
や
地
震
︑

大
雨
や
大
雪
と
い
っ
た
様
々
な
自
然
災
害

が
頻
発
し
︑
各
地
で
深
刻
な
被
害
に
見
舞

わ
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
厳
し
い
状
況
下

で
も
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
で
は
緊
急
物

資
輸
送
を
迅
速
に
展
開
し
︑
被
災
者
の
命

や
生
活
を
懸
命
に
支
え
る
と
と
も
に
︑
発

災
直
後
の
困
難
な
状
況
を
乗
り
越
え
て

運
送
事
業
を
継
続
し
︑
被
災
地
域
の
復
旧

・
復
興
に
貢
献
し
て
い
る
︒

　

そ
こ
で
︑﹃
広
報
と
ら
っ
く
﹄
で
は
令

和
２
年
度
の
シ
リ
ー
ズ
企
画
と
し
て
︑
ト

ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
お
け
る
社
会
的
使
命

の
ひ
と
つ
で
あ
る﹁
緊
急
支
援
物
資
輸
送
﹂

を
は
じ
め
と
し
た
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界

に
お
け
る
防
災
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

紹
介
し
て
い
く
︒

　

第
２
回
目
と
な
る
今
回
は
︑
災
害
が
発

生
し
た
際
に
︑
運
送
事
業
者
が
速
や
か
に

事
業
を
復
旧
・
継
続
し
て
い
く
た
め
に
︑

事
前
の
準
備
が
必
要
と
な
る
﹁
Ｂ
Ｃ
Ｐ

（
事
業
継
続
計
画
）﹂
策
定
の
重
要
性
に

つ
い
て
︑
㈱
日
通
総
合
研
究
所
取
締
役
の

大
島
弘
明
氏
に
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
︒

『広報とらっく』令和２年度シリーズ企画

大規模自然災害から人々の暮らしを守るトラック運送業界
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
を
作
ろ
う
、
確
認
し
よ
う
、
見
直
そ
う
！

出所）「自然災害時における物流業のBCP（事業継続計画）作成ガイドライン〈第2.0版〉」
　　 （一社）日本物流団体連合会

ポイント２：発災直後の措置
・ 災害発生時には、何より「人命が最優先」。

発災直後は、冷静な対応ができないことが
想定されるため、あらかじめ「まずこれを
すべき」というシンプルな行動基準を決め
ておくことが大切。

ポイント３：復旧対策の実行
・ 復旧対策を進めるに当たっても、あらかじ

めの準備と現場の確認、そしてその状況に
基づく判断が重要。

ポイント４：平時からの準備
・ BCP の策定と非常時の運用に向けて非常に

重要なことは、BCP を作成しても、机の引
き出しやキャビネットの奥にしまい込んで
（または、荷主に提出しただけで）、いざと
いう時に行動できず、「計画倒れ」にならな
いように平時から準備しておくこと。
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「イラッシャイマセ！」……新しい生活様式支援ロボットハンド!?

法令　　  クイズ
マル　 バツ

	〜坂道・カーブ編〜
	 【解 答】２面に問題

❶	○（教則第6章第2節坂道・カーブ1-4）
下り坂では、低速のギアを用い、エンジン
ブレーキを活用する。長い下り坂で、フット
ブレーキをひんぱんに使い過ぎると、急に
ブレーキが効かなくなることがあり危険で
ある。
❷	×（教則第6章第2節坂道・カーブ1-6）
坂道では、上り坂での発進がむずかしいた
め、下りの車が上りの車に道を譲る。しか
し、近くに待避所があるときは、上りの車で
も、その待避所に入って待つ。
❸	○（教則第6章第2節坂道・カーブ1-8）
片側が転落のおそれのあるがけになってい

る道路で、安全な行き違いができないとき
は、がけ側の車は一時停止をして道を譲る。
❹	×（教則第6章第2節坂道・カーブ2-1）
カーブに近づくときは、その手前の直線部
分で十分スピードを落とす。高速のままハ
ンドルを切ったり、ハンドルを切りながらブ
レーキを掛けたりすると、横転や横滑りを
起こしやすくなる。
❺	○（教則第6章第2節坂道・カーブ2-3）
曲がり角やカーブでは道路の中央からはみ
出さないように運転する。また、対向車が
道路の中央からはみ出してくることがある
ので注意する。

食
　
文
　
化

食
　
文
　
化

178「
郷
土
料
理
の
す
す
め
③
」 

ラ
ー
メ
ン
に
合
う
高
菜
漬
け

　

九
州
の
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
や

Ｓサ
ー
ビ
ス
エ
リ
アＡ
の
人
気
メ
ニ
ュ
ー
は
ご

当
地
ラ
ー
メ
ン
︒
熱
々
で
汁

気
が
多
く
て
味
が
濃
い
の
で
︑

運
転
疲
れ
に
効
果
大
︒
そ
し

て
︑
一
緒
に
出
て
く
る
高
菜

の
漬
け
も
の
が
濃
厚
ス
ー
プ

に
ぴ
っ
た
り
合
う
︒
ひ
と
箸

つ
ま
む
だ
け
で
︑
口
中
が
さ

ら
り
と
軽
や
か
に
な
る
の
だ
︒

実
際
︑
ラ
ー
メ
ン
と
高
菜
漬

け
の
組
み
合
わ
せ
は
全
国
的

に
も
増
え
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
︒

　

高
菜
は
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
芥か

ら

子し

菜
︒
日
本
に
は
︑
株
が
大

き
く
︑
葉
が
幅
広
で
︑
多
肉

質
の
品
種
が
伝
わ
っ
た
︒
そ

れ
が
佐
賀
県
唐
津
市
の
相お

う

ち知

高
菜
で
︑
そ
の
後
福
岡
県
三

池
で
三
池
高
菜
が
生
ま
れ
︑

大
き
く
て
丈
夫
だ
か
ら
と
人

に
普
及
し
た
ら
し
い
︒

　

平
成
か
ら
高
ま
っ
た
伝
統

野
菜
見
直
し
の
気
運
は
九
州

に
も
及
ん
だ
が
︑
そ
の
と
き

動
い
た
の
が
佐
賀
県
有
田
町

の
前
田
節
明
さ
ん
︒
高
菜
漬

け
づ
く
り
60
年
の
ベ
テ
ラ
ン

で
︑
使
う
の
は
相
知
高
菜
︒

一
般
的
な
三
池
高
菜
を
マ
ッ

チ
ョ
タ
イ
プ
と
す
れ
ば
︑
相

知
高
菜
は
フ
ェ
ミ
ニ
ン
で
葉

む
と
木
桶
の
縁
ま
で
乳
白
色

の
泡
が
も
わ
も
わ
立
っ
て
︑

鼻
を
近
づ
け
る
と
清
爽
な
香

り
︒
味
付
け
は
唐
辛
子
入
り
︑

ご
ま
︑
め
ん
た
い
︑
油
炒
め

と
多
彩
だ
が
︑
渋
い
金
茶
色

と
芳
香
は
ど
れ
に
も
共
通
し

て
い
る
︒
高
菜
漬
け
は
九
州

の
働
き
者
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド

な
の
で
あ
る
︒

 
 

（
む
か
さ
・
ち
え
こ
）

気
品
種
に
な
っ
た
︒
な
お
︑

茎
に
こ
ぶ
の
あ
る
雲
仙
こ
ぶ

高
菜
は
別
ル
ー
ト
で
伝
わ
っ

た
も
の
だ
︒

　

高
菜
人
気
の
理
由
は
︑
当

時
の
九
州
が
炭
鉱
景
気
で
沸

い
て
い
た
こ
と
︒
ご
飯
が
進

む
高
菜
漬
け
が
労
働
者
の
お

か
ず
と
し
て
喜
ば
れ
た
の
だ
︒

ウ
コ
ン
粉
末
を
混
ぜ
て
香
味

を
加
え
る
漬
け
方
は
こ
の
頃

が
柔
ら
か
い
︒
漬
け
る
と
そ

の
特
性
が
表
れ
る
の
だ
︒

　

前
田
さ
ん
は
例
年
社
員
を

引
き
連
れ
て
高
菜
農
家
へ
収

穫
の
手
伝
い
に
行
き
︑
帰
っ

た
ら
葉
が
み
ず
み
ず
し
い
う

ち
に
12
％
の
低
塩
で
漬
け
込

む
︒
工
場
に
は
木
桶
が
並
び
︑

高
菜
漬
け
の
し
ょ
っ
ぱ
辛
い

匂
い
が
立
ち
込
め
て
い
た
︒

乳
酸
発
酵
が
い
い
具
合
に
進

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
に
お
い
て
も
︑
各

社
で
感
染
︑
ま
ん
延
防
止
対

策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
が
︑
対
応
策
の
確
認
の

意
味
で
︑全
ト
協
作
成
の﹁
新

型
コ
ロ
ナ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

　

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
︑

﹁
感
染
防
止
の
た
め
の
基
本

的
な
考
え
方
﹂
と
し
て
︑﹁
三

つ
の
密
﹂
が
生
じ
︑
ク
ラ
ス

タ
ー
感
染
発
生
リ
ス
ク
の
高

い
状
況
を
回
避
す
る
た
め
︑

最
大
限
の
対
策
を
講
じ
る
べ

き
と
し
て
い
る
︒

　

次
に
﹁
講
じ
る
べ
き
具
体

的
な
対
策
﹂
と
し
て
︑
次
の

よ
う
な
対
策
が
示
さ
れ
て
い

る
︒

　

こ
の
多
く
の
項
目
に
お
い

て
︑﹁
適
切
な
距
離
を
保
つ
こ

と
﹂︑﹁
マ
ス
ク
の
着
用
﹂︑﹁
手

洗
い
の
励
行
﹂︑﹁
定
期
的
な

さ
れ
て
い
る
︒

　

実
際
の
ト
ラ
ッ
ク
運
送
の

現
場
で
は
︑
経
済
活
動
の
低

迷
に
伴
う
取
引
先
（
荷
主
）

の
状
況
に
よ
り
︑
荷
物
（
業

務
）
の
確
保
が
困
難
な
ケ
ー

ス
も
散
見
さ
れ
︑
想
定
で
き

な
い
リ
ス
ク
へ
の
備
え
の
難
し

さ
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
一

方
で
︑
感
染
防
止
対
策
を
徹

底
し
な
が
ら
通
常
通
り
の
業

務
を
行
い
︑
国
民
生
活
や
経

済
を
懸
命
に
支
え
て
い
る
現

場
で
も
︑
当
初
は
マ
ス
ク
や

消
毒
機
材
の
不
足
に
苦
慮
さ

れ
た
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
︒

　

各
社
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
は
︑
今

回
の
経
験
を
も
と
に
︑
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
も
盛
り
込
む
こ
と
が
望
ま

れ
る
︒
マ
ス
ク
や
消
毒
剤
を

常
に
一
定
量
確
保
し
て
お
く

こ
と
︑
有
事
に
は
マ
ス
ク
着

用
︑
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン

ス
（
社
会
的
距
離
）
を
確
保

す
る
︑
事
務
職
の
在
宅
勤
務

体
制
の
整
備
な
ど
は
そ
の
一

例
で
あ
る
︒
な
お
﹁
事
前
の

準
備
﹂
と
﹁
発
災
（
感
染
症

発
生
）
直
後
の
措
置
﹂
が
重

要
で
あ
る
こ
と
は
︑
自
然
災

害
時
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
と
同
じ
で
あ

る
︒

災
害
時
に
お
け
る
事
業
者
の

対
応
能
力
が
向
上
す
る
︒
そ

し
て
︑
訓
練
を
通
じ
て
見
出

さ
れ
た
課
題
に
あ
わ
せ
て
自

社
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
見
直
し
て
い

く
こ
と
で
︑
よ
り
実
効
性
の

高
い
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

低
下
し
た
場
合
︑
限
ら
れ
た

戦
力
を
ど
の
業
務
に
充
て
る

か
︑
そ
の
優
先
順
位
を
決
め

る
必
要
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

ど
の
顧
客
の
仕
事
を
優
先
さ

せ
る
か
を
経
営
判
断
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
た
め
︑
Ｂ

Ｃ
Ｐ
は
﹁
企
業
戦
略
そ
の
も

の
﹂
と
も
い
え
る
︒
し
た
が

っ
て
︑
Ｂ
Ｃ
Ｐ
は
企
業
ト
ッ

プ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と

で
策
定
す
る
こ
と
が
重
要
と

な
る
︒

　

ま
た
︑
実
際
に
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に

基
づ
き
行
動
す
る
に
は
︑
平

時
か
ら
全
員
に
よ
る
訓
練
が

欠
か
せ
な
い
︒

　

東
日
本
大
震
災
や
熊
本
地

震
な
ど
の
後
︑
行
政
を
中
心

に
９
月
の
防
災
の
日
を
は
じ

め
と
し
て
行
わ
れ
る
防
災
訓

練
等
が
︑
現
実
性
の
高
い
訓

練
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
︒
つ

ま
り
︑﹁
平
時
で
で
き
な
い
こ

と
は
︑
有
事
に
は
決
し
て
で

き
な
い
﹂
こ
と
の
認
識
が
高

ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
︒

　

中
小
の
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
者
が
イ
チ
か
ら
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を

策
定
（
明
文
化
）
し
て
い
く

の
は
ハ
ー
ド
ル
が
低
く
な
い

の
も
事
実
で
あ
ろ
う
︒
そ
の

際
に
は
︑全
ト
協
作
成
の
﹁
中

小
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の

た
め
の
リ
ス
ク
対
策
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
﹂
を
活
用
す
る
こ
と

も
有
効
で
あ
る
︒
こ
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
で
は
︑
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に

関
す
る
基
本
的
な
知
識
の
解

説
に
加
え
て
︑
中
小
ト
ラ
ッ

ク
運
送
事
業
者
の
た
め
の
Ｂ

Ｃ
Ｐ
の
ひ
な
形
も
掲
載
さ
れ

て
い
る
︒
ま
ず
は
こ
こ
か
ら

の
ス
タ
ー
ト
も
よ
い
で
あ
ろ

う
︒

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
自

然
災
害
や
新
た
な
疾
病
な
ど

の
リ
ス
ク
は
︑
い
つ
ど
こ
で
起

こ
る
と
も
限
ら
な
い
︒
ト
ラ

ッ
ク
運
送
事
業
者
と
し
て
は
︑

自
社
の
事
業
継
続
と
リ
ス
ク

に
強
い
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
︑

物
流
機
能
の
維
持
に
向
け
︑

ま
ず
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
︑
定
期

的
な
確
認
と
訓
練
︑
内
容
の

見
直
し
に
取
り
組
む
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
︒

︻
参
考
資
料
︼

・﹁
物
流
業
に
お
け
る
Ｂ
Ｃ
Ｐ

対
策
﹂（
一
社
）
日
本
物
流

団
体
連
合
会
︑
物
流
連
会

報
Ｇ
ｒ
ｅ
ｗ
︑
令
和
元
年

６
月

・﹁
自
然
災
害
時
に
お
け
る
物

流
業
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継

続
計
画
）
作
成
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
︿
第
２
・
０
版
﹀﹂（
一

社
）
日
本
物
流
団
体
連
合

会
︑
令
和
２
年
３
月

・﹁
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け
る 

新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予

防
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（
第

２
版
）﹂（
公
社
）
全
日
本

ト
ラ
ッ
ク
協
会
︑
令
和
２

年
６
月
12
日

・﹁
中
小
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
の
た
め
の
リ
ス
ク
対
策

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
﹂（
公
社
）

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
︑

平
成
24
年
９
月

₁
運
輸
業
・
郵
便
業
に

お
け
る
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
状
況

災
害
増
加
を
背
景
に

半
数
を
超
え
る

事
業
者
が
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
策
定

　

平
成
21
年
度
か
ら
29
年
度

ま
で
の
運
輸
業
・
郵
便
業
に

お
け
る
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
状
況
は

表
１
の
通
り
で
あ
る
︒

　

25
年
ま
で
は
策
定
率
は
20

％
程
度
で
推
移
し
て
い
た
が
︑

23
年
の
東
日
本
大
震
災
を
は

じ
め
︑
近
年
大
規
模
自
然
災

害
が
頻
発
し
て
い
る
こ
と
も

あ
り
︑
27
年
度
に
は
40
％
と

な
り
︑
29
年
度
に
は
50
・
１

％
と
︑
策
定
済
み
の
事
業
者

が
半
数
を
超
え
て
い
る
︒

₂
被
害
後
に

新
た
に
実
施
し
た
取
り
組
み

事
業
の
素
早
い
復
旧
に
役
立
つ

「
従
業
員
と
連
絡
が
取
れ
る

シ
ス
テ
ム
」

　

表
２
で
は
︑
近
年
日
本
ま

た
は
海
外
で
発
生
し
た
自
然

災
害
に
よ
り
実
際
に
被
害
を

受
け
た
企
業
に
対
し
て
︑
被

害
後
に
新
た
に
実
施
し
た
取

り
組
み
を
ま
と
め
て
い
る
︒

　

運
輸
業
・
郵
便
業
で
は
︑

﹁
安
否
確
認
や
相
互
連
絡
の

た
め
の
電
子
シ
ス
テ
ム
（
含

む
災
害
用
ア
プ
リ
等
）導
入
﹂

が
17
・
４
％
と
最
も
多
く
︑

次
い
で﹁
備
蓄
品（
水
︑食
料
︑

災
害
用
品
）の
購
入
・
買
増
し
﹂

（
16
・
８
％
）︑﹁
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策

定
・
見
直
し
﹂（
15
・
８
％
）

の
順
と
な
っ
て
い
る
︒

₃
今
後
実
施
し
た
い
取
り
組
み

従
業
員
へ
の
「
訓
練
」
を

充
実
さ
せ
、
災
害
時
の

対
応
能
力
を
高
め
る

　

表
３
で
は
︑
災
害
へ
の
対
策

と
し
て
今
後
実
施
し
た
い
取

り
組
み
を
ま
と
め
た
︒

　

そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
避
難
訓

練
の
開
始
・
見
直
し
﹂
が
26

・
２
％
と
最
も
多
く
︑
次
い
で

﹁
所
有
資
産
の
耐
震
・
免
震

工
事
・
耐
震
固
定
﹂（
23
・
８

　

緊
急
物
資
輸
送
を
担
う
運
送
事
業
者
が
﹁
事
業
継
続
計

画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）﹂
を
策
定
す
る
こ
と
は
︑
大
規
模
災
害
時

に
お
け
る
我
が
国
社
会
や
経
済
の
安
定
性
の
確
保
︑
そ
し

て
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
信
頼
性
向
上
の
た
め
に
必
要
不

可
欠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

　

こ
こ
で
は
︑
内
閣
府
が
行
っ
た
平
成
29
年
度
﹁
企
業
の

事
業
継
続
及
び
防
災
の
取
組
に
関
す
る
実
態
調
査
﹂よ
り
︑

運
輸
業
・
郵
便
業
に
お
け
る
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
状
況
や
︑
運
送

事
業
者
が
実
際
に
被
害
に
遭
っ
た
後
に
新
た
に
実
施
し
た

取
り
組
み
︑
ま
た
今
後
実
施
し
た
い
取
り
組
み
な
ど
に
つ

い
て
ま
と
め
た
︒

消
毒
﹂
な
ど
﹁
三
つ
の
密
﹂

を
避
け
る
こ
と
の
徹
底
が
示

　

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
に
は
︑
企

業
と
し
て
の
経
営
方
針
や
意

思
決
定
が
必
要
と
な
る
︒

　

例
え
ば
︑
リ
ス
ク
発
生
時

に
自
社
の
業
務
の
操
業
度
が

コラム

表２　被害後に新たに実施した取り組み

備蓄品（水、食料、災害用品）の
購入・買増し

BCP策定・見直し

避難訓練の開始・見直し

所有資産（社屋・機械設備等）の点検

安否確認や相互連絡のための電子システム
（含む災害アプリ等）導入

16.8

（％）

15.8

13.3

17.4

8.2

0 5 10 15 20 25 30

表３　今後実施したい取り組み

備蓄品（水、食料、災害用品）の
購入・買増し

BCP策定・見直し

避難訓練の開始・見直し

所有資産（社屋・機械設備等）の
耐震・免震工事・耐震固定

安否確認や相互連絡のための電子システム
（含む災害アプリ等）導入

17.6

（％）

26.2

12.4

20.1

23.8

0 5 10 15 20 25 30

％
）︑﹁
備
蓄
品
（
水
︑食
料
︑

災
害
用
品
）の
購
入
・
買
増
し
﹂

（
20
・
１
％
）︑﹁
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策

定
・
見
直
し
﹂（
17
・
６
％
）

の
順
と
な
っ
て
い
る
︒

　

Ｂ
Ｃ
Ｐ
は
︑
一
度
策
定
す

れ
ば
そ
れ
で
済
む
も
の
で
は
な

い
︒
訓
練
を
繰
り
返
し
行
う

こ
と
で
︑
従
業
員
の
災
害
へ
の

意
識
が
高
ま
る
と
と
も
に
︑

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
時
の

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
考
え
方
と
ポ
イ
ン
ト

お
わ
り
に

Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
に
は

企
業
ト
ッ
プ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
須

Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
は
物
流
を
支
え
る
運
送
事
業
者
の
責
務
に

内
閣
府　

平
成
29
年
度
「
企
業
の
事
業
継
続
及
び
防
災
の
取
組
に
関
す
る
実
態
調
査
」
よ
り

表１　運輸業・郵便業のBCP策定状況（％）

業　種 平成 21 年度 22 年度 23 年度

運輸業・
郵便業 8.6 22.4 27.1

業　種 25 年度 27 年度 29 年度

運輸業・
郵便業 26.2 40.0 50.1

①感染予防対策の体制
②健康管理
③通勤
④事務所での勤務
⑤事務所での休憩・休息スペース
⑥トイレ
⑦車両・設備・器具
⑧運転者に対する点呼
⑨運行中
⑩事業所等への立ち入り
⑪従業員に対する協力のお願い
⑫利用者に対する協力のお願い
⑬感染者が確認された場合の対応

⑴従業員の感染が確認された場合
⑵ 複数社が混在する借用ビル内で同居する他社の

社員で感染が確認された場合
⑭その他

点
呼
時
に
非
接
触
型
体
温
計
で
体
温
測
定

を
行
う
ほ
か
、
点
呼
場
所
や
事
務
所
内
で

は
透
明
ビ
ニ
ー
ル
で
飛
散
防
止
間
仕
切
り

を
設
置
す
る
な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
対
策
を
徹
底
す
る
千

葉
県
東
金
市
の
古
川
運
送
㈱
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安全運行のオアシス トラックステーション
全国27か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。

全国27か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。

名称 所在地 電話番号 駐車
台数

❶ 札　幌 北海道札幌市厚別区厚別東 5 条 1-1-2　 011-897-9101 39

❷ 苫小牧 北海道苫小牧市ウトナイ北 11-11-33 0144-55-7491 80

❸ 青　森 青森県青森市大字荒川字品川 110-1 017-729-2000
（公社）青森県トラック協会

41

❹ 仙　台 宮城県仙台市宮城野区苦竹 4-1-15 022-232-9336 39

❺ 白河の関 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針 15-1 0248-21-7167 45

❻ 茨　城 茨城県小美玉市西郷地字新田 1390 0299-48-3455 30

❼ 矢　板 栃木県矢板市乙畑 440-2　 0287-48-1919 46

❽ 大　宮 埼玉県さいたま市西区三橋 6-699-1 048-623-6815 41

❾ 東　神 神奈川県大和市上草柳 588 046-261-1100 97

� 新　潟 新潟県新潟市西区山田 196-1　 025-233-6961 52

� 金　沢 石川県金沢市千木町ル 21-1　 076-257-2755 56

� 浜　松 静岡県浜松市東区流通元町 2-3 053-421-5311 116

� 安　城 愛知県安城市尾崎町大縄 19-1 0566-98-8823 74

� 名古屋 愛知県名古屋市港区藤前 3-601 052-303-2188 97

名称 所在地 電話番号 駐車
台数

� 亀　山 三重県亀山市小野町桜ロ 586-4 0595-82-3935 82

� 彦　根 滋賀県彦根市鳥居本町字むさ満 2337-1 0749-26-0156 45

� 大　阪 大阪府寝屋川市木屋元町 20-1 072-832-2362 80

� 奈良・針 奈良県奈良市針町 487-1　 0743-82-0622 60

� 岡　山 岡山県岡山市中区倉富 285-19 086-277-4055 53

� 尾　道 広島県尾道市高須町字才ケ久保 21193-3 0848-46-1882 37

� 三　次 広島県三次市西酒屋町船所 1468 0824-63-0025 30

� 北九州 福岡県北九州市小倉北区東港 1-3 093-581-5031 70

� 鳥　栖 佐賀県鳥栖市永吉町 617-1 0942-83-7035 48

� 諫　早 長崎県諫早市貝津町 1051-12 0957-26-8228 45

� 大　分 大分県大分市大字上戸次字宇土ノロ 6045-2 097-597-6233 43

� 宮　崎 宮崎県児湯郡新富町大字三納代字畑中 1765-1 0983-33-0880 18

� 鹿児島 鹿児島県鹿児島市西別府町 2941-19
（流通業務団地内）　 099-281-5960 50

※ 駐車台数は大型車とトレーラの台数の合計。なお、諫早TSは5台の中型車を含む。

申請手続きをサポートする
YouTube ページを開設！

　本年度より、申請サポートの一環として、引越優良
認 定 制 度 に 関 す る 説 明 や 申 請 書 類 の 作 成 方 法 を
YouTube で配信する。
　配信期間は８月３日㈪まで。全ト協 HP のトップペ
ージにある「引越事業者優良認定制度（引越安心マー
ク）」のバナーをクリックし、同制度のページの「３．
認定申請を行う皆様へ」のバナーをクリックすると、
視聴することが可能となっている。

2020・6・15

▼
社
会
人
に

な
り
︑
初
め

て
の
出
張
先

は
︑﹁
杜
の

都
﹂
と
称
さ

れ
る
仙
台
で
し
た
︒
当
時
は
︑
東
北
新

幹
線
が
開
通
す
る
前
で
︑
上
野
駅
午
前

８
時
発
の
特
急
﹁
ひ
ば
り
３
号
﹂
に
乗

り
︑
仙
台
ま
で
４
時
間
15
分
を
費
や
し

ま
し
た
︒
上
司
か
ら
事
前
に
大
き
な
荷

物
を
預
り
︑
自
分
の
荷
物
と
会
議
資
料

も
合
わ
せ
て
担
い
だ
姿
は
︑
大
層
な
出

で
立
ち
で
し
た
︒▼
興
味
深
い
の
は
︑﹁
ひ

ば
り
１
号
﹂（
上
野
駅
午
前
７
時
発
）
が

途
中
で
白
河
︑白
石
に
停
車
す
る
の
に
︑

﹁
ひ
ば
り
３
号
﹂
は
両
駅
に
は
停
車
せ

ず
︑
黒
磯
︑
二
本
松
に
停
車
す
る
こ
と

で
し
た
︒
ク
リ
ー
ム
色
の
車
体
に
赤
い

ラ
イ
ン
が
入
っ
た
︑
国
鉄
時
代
の
主
役

を
担
っ
た
特
急
電
車
﹁
４
８
５
系
﹂
は
︑

人
々
の
﹁
夢
﹂
を
乗
せ
て
遥
か
な
地
へ

と
向
か
う
︑
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
外
観

で
し
た
︒
▼
途
中
︑
車
内
販
売
で
熱
い

日
本
茶
と
駅
弁
（
幕
の
内
）
を
買
い
ま

し
た
︒
お
湯
と
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
が
別
々

の
ポ
リ
茶
瓶
に
は
風
情
が
あ
り
︑
ゆ
っ

く
り
と
流
れ
る
窓
外
の
景
色
を
眺
め
な

が
ら
食
べ
る
駅
弁
は
格
別
で
し
た
︒
真

横
に
は
家
族
連
れ
が
い
て
︑﹁
紅
葉
狩
り

と
温
泉
巡
り
が
楽
し
み
ね
﹂
と
い
う
会

話
が
漏
れ
聞
こ
え
ま
し
た
︒
▼
そ
れ
か

ら
ま
も
な
く
︑
東
北
新
幹
線
が
開
通
す

る
と
︑
北
へ
南
へ
と
疾
風
の
よ
う
に
目

的
地
に
辿
り
着
く
こ
と
が
可
能
に
な
り

ま
し
た
が
︑
便
利
さ
と
引
き
換
え
に
情

緒
が
失
わ
れ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま

す
︒
▼
利
便
さ
は
都
市
一
極
集
中
化
を

生
む
一
方
で
︑
地
方
で
は
過
疎
化
が
進

み
︑
人
口
が
減
少
し
た
地
域
で
は
鉄
道

が
廃
止
さ
れ
︑状
況
が
一
変
し
ま
し
た
︒

▼
そ
の
頃
の
流
行
語
に
︑
国
鉄
が
個
人

客
の
増
大
を
目
的
に
始
め
た
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
の
﹁
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
（
美

し
い
日
本
と
私
）﹂
が
あ
り
ま
し
た
︒
ま

た
︑
同
時
期
に
︑
メ
ロ
デ
ィ
が
郷
愁
を

誘
う
︑
永
六
輔
作
詞
︑
中
村
八
大
作
曲

の
﹃
遠
く
へ
行
き
た
い
﹄
を
テ
ー
マ
曲

に
し
た
同
名
の
紀
行
番
組
も
開
始
さ

れ
︑
原
風
景
の
残
る
日
本
の
あ
ち
こ
ち

を
旅
し
よ
う
と
問
い
か
け
ま
し
た
︒
読

売
テ
レ
ビ
が
制
作
し
︑
今
年
10
月
に
放

送
開
始
50
年
を
迎
え
る
こ
の
長
寿
番
組

は
︑
旅
先
で
の
様
々
な
出
会
い
を
通
し

て
日
本
の
四
季
︑
自
然
の
恵
み
︑
心
の

豊
か
さ
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
温
も
り

が
感
じ
取
れ
ま
す
︒
事
前
に
下
見
を
し

な
い
︑
起
承
転
結
を
考
え
な
い
︑
ま
さ

に
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
﹁
自
然
体

の
旅
﹂
が
視
聴
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
︒
▼
一
昔
前
に
友
人
と
︑

山
手
線
鶯
谷
駅
か
ら
ほ
ど
近
い
居
酒
屋

﹁
鍵
屋
﹂
で
乾
杯
し
て
い
る
と
︑
真
横

の
テ
ー
ブ
ル
に
座
っ
た
の
が
︑
長
く
同

番
組
を
牽
引
し
た
俳
優
の
渡
辺
文
雄
さ

ん
で
し
た
︒と
て
も
気
さ
く
で
話
上
手
︑

そ
し
て
実
に
美
味
し
そ
う
に
お
酒
を
飲

み
干
す
姿
に
魅
せ
ら
れ
ま
し
た
︒
今
は

鬼
籍
に
入
っ
た
渡
辺
さ
ん
で
す
が
︑﹁
旅

先
で
の
一
期
一
会
は
得
難
く
︑
い
つ
も

学
ぶ
こ
と
ば
か
り
だ
﹂
と
ぐ
い
吞
み
を

持
ち
な
が
ら
熱
く
語
っ
て
い
た
姿
を
︑

つ
い
最
近
の
出
来
事
の
よ
う
に
思
い
出

し
ま
す
︒▼
日
進
月
歩
の
歩
み
の
影
で
︑

置
き
去
り
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が

心
の
拠
り
所
で
す
︒
劇
作
家
・
詩
人
の

寺
山
修
司
は
詩
の
中
で
︑
時
計
の
針
が

前
に
進
む
と
﹁
時
間
﹂
に
な
り
︑
後
に

進
む
と
﹁
思
い
出
﹂
に
な
る
︑
と
綴
っ

て
い
ま
す
︒
私
の
左
腕
に
嵌
め
て
い
る

時
計
の
針
は
︑
本
人
の
意
思
と
は
関
係

な
く
正
確
に
時
を
刻
ん
で
い
ま
す
︒﹁
過

ぎ
去
る
時
間
と
そ
の
状
況
﹂
は
も
う
戻

り
ま
せ
ん
︒
有
限
の
時
を
生
か
す
も
殺

す
も
自
分
次
第
︑
時
間
を
無
駄
に
し
な

い
よ
う
に
心
掛
け
た
い
も
の
で
す
！

 

（
山
崎　

薫
）

こ
ち
ら
広
報
室

  

186

よ
り
高
品
質
な
引
越
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
し
て

申
請
受
付
ま
も
な
く
ス
タ
ー
ト
！

２
０
２
０
年
度 

引
越
事
業
者
優
良
認
定
制
度
（
引
越
安
心
マ
ー
ク
）

　

引
越
事
業
者
優
良
認
定
制

度
の
目
的
は
︑
次
の
３
つ
を

柱
と
し
て
い
る
︒

① 

安
全
・
安
心
な
事
業
者
の

見
え
る
化

　

事
業
者
の
責
任
を
明
確
化

し
︑
消
費
者
が
安
心
し
て
引

越
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
事
業
者
を
選
択
し
や
す
い

環
境
を
つ
く
る
︒

② 

引
越
業
界
全
体
の
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
の
向
上

　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

　

同
制
度 

図
１ 

で
は
︑
消
費

者
へ
の
分
か
り
や
す
さ
を
考

え
︑﹁
引
越
事
業
者
ま
た
は

引
越
事
業
者
で
構
成
す
る
共

通
の
引
越
サ
ー
ビ
ス
名
称
を

使
用
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
を

１
つ
の
単
位
﹂
と
し
て
取
り

扱
う
︒

　

審
査
の
対
象
は
︑
同
じ
引

越
サ
ー
ビ
ス
名
称
を
使
用
す

る
引
越
事
業
者
（
引
越
グ
ル

ー
プ
）
の
引
越
に
か
か
わ
る

全
て
の
事
業
所
（
お
よ
び
グ

ル
ー
プ
内
事
業
者
）
と
し
︑

申
請
書
類
の
作
成
を
求
め

る
︒
申
請
を
行
う
引
越
事
業

者
ま
た
は
引
越
グ
ル
ー
プ

は
︑
そ
れ
ら
事
業
所
（
お
よ

び
グ
ル
ー
プ
内
事
業
者
）
の

や
標
準
引
越
運
送
約
款
︑
引

越
関
係
法
令
等
の
遵
守
を
誓

約
し
︑
そ
の
体
制
が
整
っ
て

い
る
事
業
者
を
認
定
す
る
こ

と
に
よ
り
︑
引
越
業
界
全
体

の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
向

上
を
目
指
す
︒

③ 

引
越
に
お
け
る
苦
情
や
ト

ラ
ブ
ル
の
防
止

　

苦
情
や
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然

に
防
ぐ
た
め
の
社
内
教
育
や

責
任
あ
る
対
応
が
で
き
る
体

制
等
が
整
っ
て
い
る
事
業
者

各
認
定
事
業
者
に
現
在
登
録

さ
れ
て
い
る
内
容
が
記
載
さ

れ
て
い
る
更
新
申
請
書
類

を
︑
代
表
者
宛
て
に
送
付
︒

②
申
請
期
間

　

２
０
２
０
年
７
月
20
日
㈪

～
同
８
月
３
日
㈪
（
当
日
消

印
有
効
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
２
０
２

０
年
度
申
請
案
内
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
﹂
を
参
照
の
こ
と
︒

①
審
査
に
つ
い
て

　

全
ト
協
で
は
︑
申
請
書
類

の
内
容
が
申
請
資
格
や
審
査

③
申
請
書
の
送
付
方
法

　

申
請
期
間
内
に
︑ 図
３ 

の

送
付
先
お
よ
び
問
い
合
わ
せ

先
ま
で
書
留
郵
便
等
で
送
付

の
こ
と
︒
来
訪
で
の
受
付
は

不
可
︒
ま
た
︑
各
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
も
受
け
付

け
は
行
わ
な
い
︒

④
申
請
料
・
審
査
手
数
料

　

申
請
料
は
申
請
書
類
を
受

領
後
︑
全
ト
協
よ
り
申
請
事

業
所
数
︑
安
全
性
優
良
事
業

所
（
Ｇ
マ
ー
ク
）
の
未
取
得

事
業
所
の
数
に
応
じ
た
金
額

を
請
求
す
る
︒
申
請
料
は
表

の
通
り
︒

⑤
申
請
サ
ポ
ー
ト

　

同
制
度
に
関
す
る
説
明
︑

申
請
書
類
の
作
成
方
法
に
つ

い
て
は
︑
別
掲
の
通
り
Ｙ
ｏ

ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
配
信
を
行
う
︒

　

ま
た
︑
申
請
書
類
の
作
成

に
つ
い
て
は
︑
全
ト
協
Ｈ
Ｐ

に
Ｑ
＆
Ａ
を
掲
載
す
る
ほ

か
︑相
談
窓
口
を
設
置
す
る
︒

相
談
窓
口
の
連
絡
先
は 

図
４ 

基
準
に
合
致
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
確
認
し
︑
引
越
事
業

者
優
良
認
定
制
度
審
査
委
員

会
へ
の
諮
問
︑答
申
を
経
て
︑

認
定
事
業
者
を
決
定
す
る
︒

②
審
査
結
果
の
通
知
・
発
表

　

全
ト
協
は
︑
２
０
２
０
年

12
月
中
旬
頃
︑
審
査
の
合
否

を
全
て
の
申
請
者
（
会
社
・

団
体
等
）に
郵
送
等
で
送
付
︑

通
知
す
る
︒

③
認
定
の
有
効
期
間

　

引
越
優
良
事
業
者
の
有
効

期
間
は
︑
認
定
か
ら
３
年
間

と
す
る
（
２
０
２
１
年
１
月

１
日
～
２
０
２
３
年
12
月
31

日
）︒
そ
の
後
は
︑
３
年
ご
と

に
更
新
審
査
を
行
う
（
更
新

を
行
わ
な
い
場
合
は
失
効
と

の
通
り
︒

を
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
︑

引
越
に
お
け
る
苦
情
や
ト
ラ

ブ
ル
の
防
止
を
目
指
す
︒

　

認
定
事
業
者
は
︑
車
両
の

ス
テ
ッ
カ
ー
や
宣
伝
媒
体
な

ど
に
﹁
引
越
安
心
マ
ー
ク
﹂

︵
右
上
︶
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
ま
た
︑
認
定
事

業
者
は
共
通
の
引
越
サ
ー
ビ

ス
名
称
内
の
事
業
所
に
対
す

る
全
て
の
顧
客
か
ら
の
相
談

等
を
受
け
付
け
る
窓
口
を
設

置
し
︑
約
款
や
関
係
法
令
な

ど
に
沿
っ
た
顧
客
対
応
を
行

う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
︒

　

申
請
と
認
定
ま
で
の
流
れ

は 
図
２ 
の
通
り
と
な
る
︒

①
申
請
書
類
の
頒
布
期
間

　
︻
新
規
︼
２
０
２
０
年
６
月

３
日
㈬
～
同
８
月
３
日
㈪

（
全
ト
協
Ｈ
Ｐ
よ
り
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
）

　
︻
更
新
︼
６
月
上
旬
に
︑

書
類
を
取
り
ま
と
め
︑
一
括

で
全
ト
協
に
申
請
す
る
︒

　

な
お
︑
申
請
資
格
・
審
査

基
準
に
つ
い
て
は
︑
全
ト
協

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は
７
月
20
日

㈪
〜
８
月
３
日
㈪
に
︑
２
０
２
０
年
度
﹁
引

越
事
業
者
優
良
認
定
制
度
（
引
越
安
心
マ

ー
ク
）﹂
の
申
請
を
受
け
付
け
る
︒

　

こ
れ
は
︑
引
越
ニ
ー
ズ
が
年
々
多
様
化

・
高
度
化
し
て
い
る
中
で
︑
サ
ー
ビ
ス
品

質
に
よ
り
引
越
運
送
事
業
者
が
選
択
さ
れ

る
環
境
を
創
出
す
る
こ
と
を
目
的
に
︑
全

ト
協
が
創
設
し
た
制
度
︒
平
成
26
年
度
よ

り
ス
タ
ー
ト
し
︑
令
和
元
年
12
月
現
在
３

１
８
事
業
者
（
１
８
３
９
事
業
所
）
が
﹁
引

越
優
良
事
業
者
﹂と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
こ
で
は
︑
２
０
２
０
年
度
の
申
請
受

付
開
始
に
先
立
ち
︑
同
制
度
の
概
要
や
今

年
度
の
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
す

る
︒

1
制
度
の
目
的

「
安
全
・
安
心
」
な
引
越
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
事
業
者
を
認
定

2
制
度
の
概
要
（
図
１
）

「
引
越
サ
ー
ビ
ス
名
称
」
が認

定
の
１
単
位
に

3
申
請
に
つ
い
て
（
図
２
）

申
請
の
際
に
は
充
実
し
た

「
申
請
サ
ポ
ー
ト
」
の
利
用
を

4
審
査
と
審
査
結
果
の
通
知
・
発
表
に
つ
い
て

12
月
中
旬
に
審
査
結
果
を
発
表

有
効
期
間
は
３
年
間

図１

詳細、発送方法は申請案内パンフレットをご覧く
ださい。

図２

な
る
）︒

︿
注
意
事
項
﹀

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
影
響
を
受

け
︑
現
在
︑
認
定
要
件
の
１

つ
で
あ
る
引
越
管
理
者
講
習

の
開
催
を
見
合
わ
せ
て
い
る
︒

今
後
︑
感
染
症
の
収
束
状
況

を
見
な
が
ら
開
催
す
る
予
定
︒

　

受
講
対
象
者
は
全
ト
協
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）
を
参

照
し
︑
引
越
管
理
者
講
習
受

講
予
定
連
絡
票
を
提
出
す
る

こ
と
︒
開
催
予
定
は
後
日
連

絡
を
行
う
予
定
︒

図３

＜送付先および問い合わせ先＞

表

※安全性優良事業所（Gマーク）未取得の事業所がある場合は、
所定の申請料に加えて未取得事業所数に応じ、１か所当た
り 500 円の審査手数料（税込）を請求する。

申請事業所数

図４


